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資料編  

 

１－１ 東日本大震災で液状化した地形・地盤の分類 

(出典：地盤工学会 関東支部：造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書－ 液状化か

ら戸建て住宅を守るための手引書 －，平成 25 年 3 月) 

 

2011年東日本大震災では東北から関東にかけて非常に広い範囲で液状化が発生したが、発生した液

状化を地形分類によって大まかに区分すると表-1のようになる。 

これらの概要を述べると以下のようになる。 

①海岸の埋立地 

海岸の埋立地の液状化は東京湾岸を始め、茨城県などの太平洋沿岸の多くの地区で発生した。た

だし、太平洋沿岸では津波のために液状化の痕跡が分からなくなって、液状化が発生したか否か

判断できない地区が多い。例えば名取市閖上では、津波来襲前に液状化が発生している写真が撮

影されているが、津波でかき消されてしまった。 

②平野の川、池などの埋立地 

川、池などの埋立地の液状化は利根川沿いなどの平野部で多く発生した。 

例えば千葉県我孫子市で液状化した箇所は、利根川堤防が決壊した際の沼地を埋め戻した個所で

あり、香取市では利根川の一部を埋め立てたところである。また、茨城県潮来市で液状化により

甚大な被害を受けた日の出地区は内浪逆浦を埋めた所である。 

③砂鉄や砂利を採取するために掘削し埋め戻した箇所 

千葉県旭市では砂鉄、また茨城県神栖市や茨城県鹿嶋市では砂利を採取するために掘削して埋め

戻した土が液状化し、住宅などに被害を与えた。 

 

表-1 東日本大震災で液状化が発生した地形・地盤分類と発生した地区 1) 

分   類 主に発生した地区 

海岸の埋立地 東京湾岸や太平洋沿い 

平野の川、池などの埋立地 関東や東北の河川沿いなど 

丘陵の造成宅地内の池などの埋立地 宮城・福島・茨城内の造成地 

砂鉄や砂利を採取するために掘削し埋

め戻した箇所 
旭市、神栖市、鹿嶋市 

河川堤防の基礎地盤や堤体 関東（特に利根川沿い）や東北の河川 

埋設管敷設のために掘削 東北や関東の各地 

 

特に、東京湾沿いには多くの埋立地が造成されてきている。そのうち、横浜市から川崎市、東京都、

浦安市、市川市、船橋市、習志野市、千葉市にかけての広い範囲で液状化が発生した。 

図-1に示すように東京の新木場から千葉市にかけての埋立地では非常に広い範囲で、しかも一面に

液状化が発生した。図-2に浦安市の北西～南東にかけての地質断面図例を示す。 

この地区では海底に堆積している沖積砂層(As)の上に、浚渫土層(F)が埋め立てられ、その上に盛土
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層(B)が盛られている。地下水位は浚渫土層と盛土層の境界付近にあり、GL-1～2m程度と浅い。埋立

材として使用した浚渫土層が液状化したと考えられ、液状化した深さは最大で8～10m程度と、1995

年兵庫県南部地震で液状化した人工島に比べて浅かった。沖積砂層の下部には沖積粘性土層(Ac)が堆

積している。図-2に示す浦安以外の埋立地もほぼ同様の地層構成をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 東京湾岸北部の液状化発生地区 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 浦安市の北西～南東にかけての地質断面図例 3) 

 

＜参考文献＞ 
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ら戸建て住宅を守るための手引書 －，平成25年3月 

2) 国土交通省関東地方整備局：東北地方太平洋沖地震による関東地方の地盤液状化現象の実態調査

結果について，http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000061.html. 

3) 浦安市液状化対策技術検討調査委員会・（公社）地盤工学会・（公社）土木学会・（社）日本建築学

会：平成23 年度浦安市液状化対策技術検討調査報告書，2012. 
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１－２ その他復興事業・制度の概要 

 

液状化対策を含めた被災地の復旧・復興にあたっては、様々な事業・制度の特徴を適切に捉え、住

民及び行政の負担軽減が図られる事業手法を活用することが必要である。 

ここでは、市街地液状化対策事業以外の各事業及び制度の概要について述べる。 

１．住宅地区改良事業 

不良住宅が密集すること等によって保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある地区にお

いて、地方公共団体が不良住宅をすべて除去し、従前居住者向けの住宅（改良住宅）を建設す

るとともに、生活道路、児童公園等を整備する事業である。 

主に老朽木造住宅密集市街地の整備を行う施策・公共事業である。国の対策において老朽住

宅は自主建替を促進することを基本としているが、特に不良住宅が密集し、細街路率が高く、

狭小な敷地や未接道敷地が多いといった自主建替がとうてい見込めない地域において限定的

にこの事業を活用することで効率的かつ効果的な老朽住宅密集市街地整備を進め、その防災性

及び住環境の向上を図るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

２．小規模住宅地区改良事業 

不良住宅が集合すること等により生活環境が遅れている地区において、地方公共団体が不良住宅を

除去し、従前居住者向け住宅（小規模改良住宅）を建設するとともに、生活道路、児童公園等を整備

する事業である。 

液状化被災市街地において、一定の区域内で、液状化による不同沈下等によって基礎等が損壊

した住宅を不良住宅とみなし、行政がこれらの不良住宅を除却し、健全な住宅地区の整備を促進

する事業である。 

また、行政による不良住宅の買収・除却や公共施設の整備を行う費用等が補助対象となるが、

居住者が自力再建する場合であっても、従前の住宅が不良住宅とみなされれば、当該住宅の除却

費用等について本事業の活用が図られる。 

 

 

 

 

 

 

図-2 小規模住宅地区改良事業のイメージ 

図-1 住宅地区改良事業のイメージ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%8B%E6%A5%AD
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%8D%E8%89%AF%E4%BD%8F%E5%AE%85&action=edit&redlink=1
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３．市街地再開発事業 

被災地の復興にあたり、被災地の限られた土地の有効利用を図りつつ、被災商店の再建や被災者の

受け皿となる公的住宅との一体的整備を推進する事業。 

商業施設、公的住宅等の施設建築物の整備に要する費用、都市計画道路等の公共施設の整備に要す

る費用が補助対象となる。 

液状化被災市街地においては、杭基礎等による不燃高層の共同ビル等の建設を行うことにより再度

災害の発生を抑制できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．都市再生区画整理事業 

都市再生区画整理事業は、防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等、都市基盤

が貧弱で整備の必要な既成市街地、並びに被災した市街地において、土地区画整理事業の実施により、

都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の有効利用を促進するとともに、安全で快適

に暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を行うことを目的とす

る事業である。  

次の４事業の制度から構成される。 

①都市再生事業計画案作成事業 

既成市街地等の再生・再構築を行う土地区画整理事業を実施するための事業計画の案の作成に

対する補助事業 

②都市再生土地区画整理事業 

都市基盤が貧弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築を行う土地区画整理事業に対する補

助事業 

③被災市街地復興土地区画整理事業 

大規模な災害により被災した市街地の復興を行う土地区画整理事業に対する補助事業 

④緊急防災空地整備事業 

既成市街地における土地区画整理事業予定地区において、事業化を促進するとともに、緊急に

防災性の向上を図る事業に対する補助事業 

図-3 一般的な市街地再開発事業のイメージ 
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図-4  都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業） 

 

５．防災集団移転促進事業 

液状化被災市街地において、再度災害の発生のおそれがあるがその対策が困難であることから、住

民の居住に適当でないと認められる区域内の集団移転を支援する事業である。 

行政による住宅団地の用地取得造成や移転者の住宅建設・土地購入に対する補助費用、移転促進区

域内宅地等の買取費用等が補助対象となる。 

移転促進区域（移転跡地）は建築基準法第39条第1項に基づく災害危険区域に指定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．災害公営住宅整備事業・災害公営住宅家賃低廉化事業 

災害公営住宅整備事業は、被災者の居住の安定確保を図るため、激甚災害に対処するための特別の

財政援助等に関する法律第22条の規程に基づく災害公営住宅の整備等に係る費用を支援する事業で

ある。 

行政による災害公営住宅の建設や、災害公営住宅用地の取得の費用等が補助対象となる。 

また、災害公営住宅家賃低廉化事業は、公営住宅法第17条第2項及び第3項の規定に基づき、当該災

害公営住宅の家賃低廉化に係る費用を支援する事業である。 

災害公営住宅を建設・買取りにより供給した場合は、20年の補助期間となる。 

 

図-5 防災集団移転促進事業 
（北海道奥尻町の事例(H5 北海道南西沖地震)） 
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７．被災者生活再建支援制度 

都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものであ

り、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊する等、生活基盤に著しい

被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されるもの。 

液状化による不同沈下等により住宅が全壊した等の世帯が対象となる。 

住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金があ

り、支援金の使途は限定しない。 

 

８．災害復興住宅融資・災害復興宅地融資 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第138条、独立行政法人住宅

金融支援機構法第13条第1項第5号、第13条第2項第1号に基づく、独立行政法人住宅金融支援機構によ

る融資制度。 

液状化による不同沈下等により被害を受けた住宅の所有者が、住宅を復旧（建設、補修等）する場

合、災害復興住宅融資が利用できる。 

また、住宅に被害はないが、液状化による噴砂等により擁壁の損壊等が生じた宅地を補修する場合

には、災害復興宅地融資が利用できる。 

 

９．地籍整備推進調査費補助制度 

都市部における地籍整備の推進による街づくりへの支援を行うため、人口集中地区又は都市計画区

域（ただし、地籍調査実施済地域は除く。）で、土地境界の情報の調査・測量を行い、国土調査法第

19条第5項指定申請等を通じて成果を地籍情報として整備しようとする事業者に対する補助制度。 

19条5項指定等を受けるために必要な、調査計画等作成、境界情報等整備、成果等作成の費用が補

助対象となり、液状化により敷地境界等が混乱した地域において、地籍整備を行う場合の活用が想定

される。 

 



7 

 

表-1 各事業・制度の比較 

事業・制度名 
小規模住宅地区改
良事業 

防災集団移転促進
事業 

市街地再開発事業 
災害公営住宅整備
事業 

液状化対策推進事業 

地籍整備推進調査
費補助制度 

被災者に対する支
援・融資等 都市再生区画整理

事業 
都市防災推進事業 

事業実施主体 

･市町村 
･都道府県 

･都道府県 
･市町村 

･都道府県 
･市町村 
･民間事業者等 

･都道府県 
･市町村 
･民間事業者等 

･都道府県 
･市町村 
･土地区画整理組
合等 

･都道府県 
･市町村 

･地方公共団体 
･民間事業者等 

－ 

補助要件 

･不良住宅戸数 15
戸 
･ 不 良 住 宅 率  
50％ 

･住宅団地規模 5
戸以上 

･地区面積  2,000
㎡以上(原則) 
･地区内の耐火建
築物が概ね  1/3
以下 

･なし ･液状化対策事業計画区域内 
･公共施設と宅地との一体的な液状化対
策が行われていると認められるもの 

･面積要件 500㎡
以上 
･人口集中地区又
は都市計画区域
(地籍調査実施済
地域は除く) 

･住宅が「全壊」し
た旨の「り災証明
書」の発行を受け
た者等  ･区域面積  3,000

㎡以上かつ、区域
内の家屋 10戸以
上 
･区域内の宅地の
所有者等の  2/3
以上の同意 

液状化対策 － － 特殊基礎工事 － 
液状化対策推進工
事 

液状化対策推進工
事 

－ － 

住宅建設 
小規模改良住宅の
建設 

－ － 
公営住宅の建設・
買取 

－ － － － 

公共施設 
公共施設、地区施
設整備 

住宅団地に係る公
共施設等の整備 

共同施設整備 共同施設整備 公共施設整備 － － － 

既存住宅除却 
不良住宅の買収・
除却 

移転促進区域内の
宅地等の買取 

建築物除却 
既設建築物（既設
公営住宅）の除却 

－ － － － 

用地取得・造成 用地取得・造成 
住宅団地の用地取
得・造成 

－ 用地取得・造成 公共施設用地取得 － － － 

家賃低廉化補助 － － － （※） － － － － 

仮設住宅等整備 一時収容施設設置 － － － 仮設住宅等整備 － － － 

地籍整備 － － － － 地籍整備 － 地籍整備 － 

個人住宅建設・補
修等 

－ 

･移転者の住宅建
設・土地購入に対
する補助 
･移転者の住居の
移転に対する補
助 

－ － － － － 

･被災者生活再建
支援制度 
･災害復興住宅融
資 
･災害復興宅地融
資 

（※）災害公営住宅家賃低廉化事業を活 
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１－３ 各事業・制度を活用した被災地区の復興の進め方 

 

様々な復興方針が考えられる被災地区における、各事業・制度を活用した復興の進め方の例を示す。 

被災地区の復興にあたっては、地区の状況や住民の意向等により、様々な復興方針が考えられる。

以下は、種々な場合において、各事業・制度を活用することによる復興の進め方についての例を示し

たものである。 

 

１．現地において住宅再建する場合（図-1参照） 

液状化被害により損壊した住宅において、住民が現地での再建を目指している場合は、以下のよう

な各種事業を活用し、液状化対策とともに、住民が再建する際の負担の軽減し、復興を進めることが

想定される。 

小規模住宅地区改良事業を活用することで、損壊住宅（不良住宅）を除却することにより、他の関

連事業の施行や住民の再建の円滑化を図る。このとき、除却した損壊住宅に居住していた住民のため

の仮設住宅等の設置についても、本事業による補助の対象となる。 

この後、市街地液状化対策事業の活用により、公共施設と隣接宅地との一体的な液状化対策を施す

こととなる。 

住宅の再建には、被災者生活再建支援制度や災害復興住宅融資等の利用が考えられる。 

また、現状では自力再建が困難な住民に対しては、災害公営住宅整備事業の活用により、災害公営

住宅の建設等を行い、居住の安定確保を図ることとする。また、災害公営住宅家賃低廉化事業の活用

により、災害公営住宅入居者の家賃負担が軽減される。この災害公営住宅は一定期間経過後、入居者

に対して譲渡処分も可能となる。 

 

２．公営住宅等を整備する場合（図-2参照） 

液状化により多くの住宅が被害を受け、また、自力での住宅再建が困難な高齢者等が多く居住して

いる場合においては、地区内に公営住宅等を整備すること等が考えられる。この場合、以下のような

各種事業の活用により、液状化対策とともに、居住の安定確保を図り、復興を進めることが想定され

る。 

災害公営住宅整備事業の活用により、被災地区内において災害公営住宅を整備する。このとき、災

害公営住宅に係る用地買収等は実施できるが、それ以外の箇所における損壊住宅（不良住宅）の除却

等は、小規模住宅地区改良事業を合わせて活用することで可能となる。 

この後、市街地液状化対策事業の活用により、公共施設と隣接宅地との一体的な液状化対策を施す

こととなる。土地区画整理事業を活用することで、災害公営住宅用地内に良住宅がある場合でも、当

該用地外への換地により移転が可能となる。なお、良住宅の移転戸数が少なく、かつ災害公営住宅用

地以外に損壊住宅がある場合には、三者契約による良住宅の移転も検討することができる。この場合

は換地操作が不要となり、都市防災推進事業により液状化対策を実施する。 
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図-1 現地において住宅再建する場合における復興の進め方の例 
 

※宅地部分は所有者負担。ただし、民間宅地内 

 において実施する公共施設部分については公 

 費で負担 

仮設住宅 

仮設住宅 

損壊を免れた住宅（良住宅） 

被災状況 

（地盤沈下はあり） 

損壊住宅（不良住宅） 

ステップ１ 

・仮設住宅への仮移転 

（小規模住宅地区改良事業） 

ステップ２ 

・不良住宅の除却 

（小規模住宅地区改良事業） 

ステップ３ 

・液状化対策 

（都市再生区画整理事業または都市防災推進事業） 

ステップ４ 

・住宅再建 

自力再建 

（災害復興住宅融資等） 

災害公営住宅（戸建住宅） 

（災害公営住宅整備事業） 

良住宅 

※入居者の家賃負担軽減のため、災害公営住宅 

家賃低廉化事業の活用 
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図-2 公営住宅等を整備する場合における復興の進め方の例 

ステップ３ 

(都市再生区画整理事業または都市防災推進事業) 

※宅地部分は所有者負担。ただし、民間宅地内 

 において実施する公共施設部分については公 

 費で負担 

仮設住宅 

仮設住宅 

損壊を免れた住宅（良住宅） 

被災状況 

（地盤沈下はあり） 

損壊住宅（不良住宅） 

ステップ１ 

・災害公営住宅用地の取得 

（災害公営住宅整備事業） 

ステップ２ 

・不良住宅の除却 

（小規模住宅地区改良事業） 

 

ステップ４ 

・災害公営住宅の建設 

・仮設住宅への仮移転 

（小規模住宅地区改良事業） 

災害公営住宅用地 

・災害公営住宅用地の造成 

（災害公営住宅整備事業） 

・住宅再建 

自力再建 

（災害復興住宅融資等） 

良住宅 

（災害公営住宅整備事業） 

※入居者の家賃負担軽減のため、災害公営住宅 

家賃低廉化事業の活用 

災害公営住宅（低層共同住宅） 
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３．集団移転が必要な場合（図-3参照） 

地盤状況等により液状化対策に莫大な費用がかかり、対策が困難であることから、再度災害が発生

する可能性があり、居住に適当でないと認められる区域では、集団で安全な他地区へ移転することが

必要となる。この場合、建築基準法第39条第1項の災害危険区域の指定を伴うことにより、防災集団

移転促進事業の活用が考えられる。 

居住に適当でないと認められる区域を移転促進区域（住民の移転を促進する区域）に設定し、安全

な住宅団地への集団移転を促進する。 

住宅団地の整備は、本事業の活用によるほか、土地区画整理事業の活用による先行整備も考えられ

る。 

住宅団地における移転者の住宅の確保については、移転者が敷地を購入して住宅を建設または購入、

あるいは、敷地を借地して住宅を建設または購入する場合には、防災集団移転促進事業の活用により

住宅建設等に対する補助や移転者の住居の移転に対する補助が行える。更に、災害復興住宅融資等に

より、移転者の経済的負担を軽減できる。また、自力再建が困難な移転者に対しては、災害公営住宅

整備事業の活用により災害公営住宅が提供できる。 

移転跡地（移転促進区域）は災害危険区域に指定されることから、条例による建築制限の範囲内で

復興計画に基づく土地利用が可能である。このため、当該用地は都市公園等としての利用が考えられ

るが、このように利用方針が定まっている場合は、防災集団移転促進事業による土地の買収は行わず、

都市公園事業等の活用で買収を行うことが望ましい。また、民間企業等が立地する場合においても、

土地売買は被災者と当該企業等との間で直接行うこととし、防災集団移転促進事業を活用した当該用

地の買取りは行わないほうが望ましい。 

 

４．敷地を共同化する場合（図-4参照） 

首都近郊で利便性がよく、かつ地価も高い場所では、地域住民が敷地を共同化し、不燃化共同建築

物を建設、また、公共施設の整備を一体的に図る市街地再開発事業の活用が想定される。 

利便地域であることから、住宅が密集しており、個別の液状化対策が困難な場合であっても、建築

物の再編により、個別に液状化対策を実施することなく安全性の高い居住空間が確保できる。 

市街地再開発事業を実施する場合、小規模住宅地区改良事業等との合併施行により、以下のような

採算性の向上が図られることとなる。 

・市街地再開発事業区域内に過小宅地が存在する場合、権利変換によって過小床の発生の恐れがあ

るが、小規模住宅地区改良事業等との合併施行で不良住宅の除却と平行して過小宅地を買収し、

過小床の発生を減少させることができる 

・損壊住宅（不良住宅）の買収を小規模住宅地区改良事業等の施行者が行うため、市街地再開発事

業に係る権利者数の削減が図られ、結果として市街地再開発事業における権利変換量の軽減につ

ながる。 

・市街地再開発事業の事業費の多くは、保留床の処分金により賄われることとなるが、保留床とし

て改良住宅等が処分されることとなれば、保留床処分についての目処が立てやすくなるとともに、

借家人等の住み替え対策も同時に図られることとなり、同事業の推進につながる。 
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図-3 集団移転が必要な場合における復興の進め方の例 

住宅団地ステップ１ 

・住宅団地用地の取得造成、公共施設整備 

（防災集団移転促進事業） 

住宅団地ステップ２ 

・住宅団地への移転 

（防災集団移転促進事業） 

・住宅再建 

自力再建 

（災害復興住宅融資等） 

・災害公営住宅の建設 

（災害公営住宅整備事業） 

 

 

災害公営住宅（低層共同住宅） 

損壊を免れた住宅 

被災状況 

（地盤沈下はあり） 

損壊住宅 

居住に適当でないと認められる区域 

（地盤状況等により液状化対策不可） 

被災地区ステップ１ 

・移転促進区域設定 

（防災集団移転促進事業） 

※事前に災害危険区域（建築基準法第39条第 

１項）に指定する場合もある。 

移転促進区域 

被災地区ステップ２ 

・移転促進区域内の宅地等の買取 

（防災集団移転促進事業） 

被災地区ステップ３ 

・移転跡地等の整備（公園整備等） 

（都市公園事業等） 

※災害危険区域に指定し、条例による建築制 

限を行う。 

災害危険区域 

 

 

※入居者の家賃負担軽減のため、公害公営住宅 

家賃低廉化事業の活用 

(土地区画整理事業の活用による先行整備も考え 

られる。） 
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図-4 敷地を共同化する場合における復興の進め方の例 

 

 

 

 

 

損壊を免れた住宅 

被災状況 

（地盤沈下はあり） 

損壊住宅 

ステップ１ 

・既存建築物の除却 

（市街地再開発事業） 

ステップ２ 

・都市計画道路等の拡幅整備等 

（市街地再開発事業） 

ステップ３ 

・共同ビル、公営住宅、共同施設の整備 

（市街地再開発事業、小規模住宅地区改良事業

等） 

共同ビル 

共同施設 
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３－１ 宅地地盤の被災宅地危険度判定例 

（出典 被災宅地危険度判定連絡協議会：擁壁・のり面等被害状況調査・危険度判定票作成

の手引） 
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３－２ 宅地地盤の沈下量・建物の傾斜勾配と沈下量のデータ作成 

宅地地盤の沈下量・建物の傾斜勾配と沈下量のデータ作成は、対策検討を行うための基準値を作成

するために重要な要素となる。 

液状化被災市街地で宅地地盤の沈下量・建物の傾斜勾配と沈下量を測量し、以下の各マップ類を作

成し整理する。 

①宅地地盤の平均沈下マップ 

②建物の平均傾斜マップ 

③建物の平均沈下マップ 

④路面より低い宅地マップ 

 

「用語の定義」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地震前の目標点の高さ：HA 

・地震後の地表面からの目標点の平均高さ：HB 

HB=(H1+H2+H3+H4)/4 

・建物平均めり込み沈下量：SP 

SP=HA‐HB 

・建物不同沈下量:SD 

SD=H1‐H3 

・建物平均絶対沈下量: SA 

SA=SP+地表面沈下量 

 

 

図-1 用語の解説図 

 

本調査方法は、震災前の宅地地盤高が不明であることを想定している。震災前の宅地地盤高は、宅

地内で数点計測した任意高さの最大値を震災前の宅地地盤高さと仮定し計算するものとした。 

震災前の宅地の地盤高が明確な場合は、上記、震災前の宅地地盤高さの仮定値に明確な震災前の宅

地の地盤高を入力する。定めた宅地毎の仮BMの高さと宅地内の任意高さの平均から震災後の宅地地

盤高さを求める。

H1 

H3 

H2 

H4 
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「調査フロー」 

 

1.調査範囲の設定 

↓ 

2.調査地区全体の仮の基準点（BM）の設置 

↓ 

3.宅地地盤・建物の被災状況の調査、計測 

↓ 

4.建物毎の仮 BM と地区全体の仮 BM の水準測量 

↓ 

5.エクセルシートに打ち込み 

↓ 

6.宅地地盤・建物被災状況調査のまとめ 

↓ 

7.各マップ類の作成 

 

 

１．調査範囲の設定 

本調査は液状化被災地の個人宅地内を調査するため、調査時期、調査範囲、作業内容を明確にし、

個人情報等は一切公開しない旨、調査の前に周知してく必要がある。 

 

２．調査地区全体の仮基準点（ＢＭ）の設置 

液状化被災地においては地盤全体が沈下し既存の水準点が変動しているが、本調査においては震災

前と震災後の高低差の把握が必要なため、測量範囲の近傍で幹線道路の人孔や橋梁等震災前の高さが

明らかで、極力震災による変動が少ないと考えられる箇所に調査地区全体の仮基準点を設置する。震

災後の水準点の測量成果が公表されている場合は、それをもとに地区全体の仮基準点を測定する。 
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３．宅地地盤・建物の被災状況の調査、計測 

（１）調査項目 

調査項目は、以下の内容である。 

①建物構造 

『木造・ＲＣ・鉄骨・その他』に分類 

②基礎構造 

『布基礎・ベタ基礎・独立基礎・その他』に分類 

③建築面積 

外周の寸法を見取図に記載し、階数を『1F・2F・3F・4F・5F・その他』に分類 

④被災原因 

『地震による直接損壊・液状化・地すべり等』に分類 

⑤被災状況 

１）地盤の変状 

クラック・段差について、見取図に記載 

２）沈下量 

測量結果の計測値をExcelに入力し、「建物の不同沈下量」、「建物の傾斜」、「建物の総沈下量」、

「宅地地盤の沈下量」を算出する。 

また、震災後に行われた、罹災証明の判定結果等も併せて記載する。 

３）基礎 

クラックについて、見取図に記載した。 

また、震災前の基礎高を計測し、記載した（基礎が埋まっている場合は少し掘り、埋没して

いる基礎についている地盤高の跡を探し、計測）。 

４）外壁屋根 

外壁屋根の液状化による被害を、住民の方にヒアリング 

５）建具 

壁・扉・窓などの建物の外周となる部分の液状化による被害を住民の方にヒアリング 

６）外構 

土間コンクリート、擁壁等についてのクラックを見取図に記載。 

⑥見取図 

建物、建物の外周の寸法、前面道路、方角及び宅地地盤のクラックや噴砂等の幅・段差・深

さがわかるよう位置・状況を記載。 

⑦測量結果 

「建物隅の基礎天端高さ」、「前面道路の地盤高さ」及び「基礎天端高さを取った建物隅付近

の敷地内の任意の地盤高さ」を計測。 
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（２）計測方法 

計測はオートレベルを用いて行ない、現地にて被災状況調査票に記入する。 

①基準点（ＢＭ）を定める。オートレベルを任意の位置に設置し、基準点の高さを計測する。この

高さを『基準高』とする。 

②オートレベルを動かさず、調査宅地と道路の官民境界の、一番下がっている位置（側溝、境石等）

の高さを計測する。これを、『計測の道路高』とする。 

③オートレベルを動かさず、建物隅の基礎天端の高さを計測する。これを、『計測の建物基礎高』

とする。 

④オートレベルを動かさず、建物基礎高を計測した建物の隅付近の地盤の高さを計測する。これを、

『計測の敷地内地盤高』とする。 

⑤以上の『基準高』『計測の道路高』『計測の建物基礎高』『計測の敷地内任意点高』の数値を“測定

値”とした。『計測の道路高』『計測の建物基礎高』『計測の敷地内任意点高』から、『基準高』を

減じることにより、各高さを求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 計測方法 

建物基礎高

建 物

BM

道路高

前
面
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BM 建 物 

基礎高 

計測の 

敷地内地盤高 

道路高 
建物 

基準高 

オートレベル 
（任意の地点に設置） 

前面道路 
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宅地地盤・建物の被災状況調査票（一般住宅） 

整理番号  住所､氏名  

調査可否 可、    不可 不可の理由  

沈下修正工法 ※沈下修正工法確認資料等で居住者にヒアリングする 

建物構造 木造  RC  鉄骨 その他（                   ） 

基礎構造 布基礎  ベタ基礎  独立基礎  その他（             ） 

建築面積 1F   2F   3F   4F   5F   その他（         ） 

被災原因 地震による直接損壊、液状化、地すべり等 

被 

災 

状 

況 

地盤変状 クラック  段差 

沈下量 

建物の不同沈下量  ：28mm 

建物の傾斜： 4.6/1000(最大)  2.9/1000(平均) 

罹災証明の判定結果：半壊 

罹災証明の傾斜：1.2(cm) 

       ：10／1000 

調査年月日 

建物の総沈下量    ：96 mm 

宅地地盤の平均沈下量 ：57mm 

建物のめり込み沈下量 ：30mm 

 

基礎 クラックの有無       mm  ×      ヶ所 

外壁屋根 異常の有無及び状況： 

建具 異常の有無及び状況： 

外構 異常の有無及び状況： 

見取り図、測量結果   BM は、前面道路 人孔等 

   測定値 BM＋ 相対値 

建
物
基
礎
高 

1 689 742  

2 711 720  

3 721 710  

4 744 687  

 719 712  

    

    

    

道
路
高 

A 1.511   

B    

C    

    

地
盤
高 

① 1.071   

② 1.138   

③ 1.185   

④ 1.120   

 1.095   

BM  1.431 0.00  

 測定結果を  ↑ 

そのまま表記 

各々の最高点を 0  ↑ 

としての表示 震災前建物基礎高 45 cm 

建物寸法 m x   m 

調査年月日 

注）敷地内地盤はクラックの位置、状況等を記録（幅、段差、深さ等） 

図-5 被災状況調査票の記載例 
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図-6 液状化修正工法一覧 1)
 

 

４．建物毎の仮 BMと地区全体の仮 BMの水準測量 

建物毎に設置した仮BMと地区全体の仮BMを測定する。 

 

５．エクセルシートに打ち込み 

別途提供されるエクセルシートに被災建物の計測結果を入力し、宅地地盤の沈下量・建物の傾斜勾

配と沈下量等の値を得る。建物沈下量・建物傾斜量の算出方法とエクセルシートの中で行われる計算

過程を以下に示す。 

 

（１）建物沈下量・建物傾斜量算出方法 

沈下量および、建物傾斜量は下記の方法で算出する。なお、アルファベットは、帳票の項目のアル

ファベットを示している。 

◎建物不同沈下量：SD 

a. 計測値『基準高』（図-7，BM ら各隅の『計測の建物基礎高』（図-7，1～4）を減じ、高

低差を算出する（図-8，1～4）。算出した各隅の『建物基礎高』の中から、最高点と最低点

が入るようバランスをとり、４点を抽出する。（図-8，1′～4′） 

b. a で計測した最高点を 0 とし、他の３点との相対値を導く。 

c. 0 とした点から、b で導いた相対値（1″～4″）の平均を不同沈下量とする。（相対値の最大

値を 1/2） 

◎建物平均めりこみ沈下量：SP 

d. 計測値『基準高』（図-7，BM）から各隅の『計測の敷地内任意点高』を減じ、高低差を算

出する。(図-8，①～④） 

d' d で計測した平均高さ 
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f. 震災後平均地盤高 d’＋震災前の基礎高－地震後の地表面からの目標点の平均高さ(HB)を、

建物平均めりこみ沈下量：SP とする。 

※マイナスの値は、建物の浮き上がりを意味するが、建物沈下量が周辺地盤の沈下より小さい

場合にもマイナスの値となり得ることから、マイナスの値となった場合には、等沈下量は 0

とする。 

◎建物平均絶対沈下量：SA 

g. 宅地地盤の平均沈下量 e”＋建物平均めり込み沈下量(SP) f を、建物平均絶対沈下量とした

（ただし、f<0 の場合、f=0）。 

◎建物傾斜 

i. a で抽出した点（図-7，1′～4′）を結ぶ辺の長さを計測する（1′-2′, 2′-3′,･･･,2′-4′）。 

j. a で抽出した点の各辺間の相対値を、i で導いた辺の長さで割り、勾配を導く（1″-2″, 

2″-3″,･･･,2″-4″）。 

k. j で導いた勾配の最大値を、建物傾斜とする。 

◎ 道路 

道路より宅地が下がっている箇所を抽出するため、『計測の道路高』（図-7，Ａ）から各・『計

測の敷地内任意点高』(図-7，①～④）を減じ、負の数値の箇所について“道路より宅地が低い

箇所”とする。 
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③

④

②①

１ ２

３ ４

建 物

BM

BM

震災前

平面図

A

敷地内の任意の点【①～④】『d』

建物隅の基礎天端高さ【１～４】

基礎天端高さを取った建物隅付近の

基
礎
高

前
面

道

路

官

民

境

界

建 物

前面道路

震災後

断面図

BM

Ａ

【1´～4´】の最高点『a』

の最高点 = 元の地盤高『e』
付近の敷地内の任意の点【①～④】
基礎天端高さを取った建物隅

抽出した建物隅基礎天端高さ

基
礎
高

官

民

境

界

建 物

前面道路

不
同
沈
下
量 等

沈
下
量

総
沈
下
量

 

図-7 算出断面図 
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（２）エクセルシートの計算過程 

別途提供されるエクセルシートに、建物調査・計測結果を入力する。計算は以下のように行われる。 

2

基準高
BM 1 2 3 4 5 6 7 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ A B C
1500 100 200 300 500 600 700 800 850 1600

基準高 － 各敷地内任意点

c

1 2 3 4 5 6 7 1' 2' 3' 4'
最大値(震災後
基礎天端高)

1'' 2'' 3'' 4''
最大値/2(不
同沈下量)

1400 1300 1200 1000 1400 1300 1200 1000 1400 100 200 400 200

最大値 　　最大値との高低差 最大値/2

2

基準高
BM 1 2 3 4 5 6 7 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ A B C
1500 100 200 300 500 600 700 800 850 1600

基準高 － 各敷地内任意点

c

1 2 3 4 5 6 7 1' 2' 3' 4'
最大値(震災後
基礎天端高)

1'' 2'' 3'' 4''
最大値/2

(不同沈下量)
1400 1300 1200 1000 1225 1400 1300 1200 1000 1400 100 200 400 200

◎建物不同沈下量(SD)

d' e e' e" f
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 平均値 最大値 最小値 (e-e')/2 g
900 800 700 650 763 900 650 125 38 163

震災後平均地盤高+震災前基礎高-震災後平均基礎天端高

2

基準高
BM 1 2 3 4 5 6 7 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ A B C
1500 100 200 300 500 600 700 800 850 1600

c

1 2 3 4 5 6 7 1' 2' 3' 4'
最大値(震災後
基礎天端高)

1'' 2'' 3'' 4''
最大値/2(不
同沈下量)

1400 1300 1200 1000 1400 1300 1200 1000 1400 100 200 400 200

e e' e" f
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 最大値 最小値 (e-e')/2 g
900 800 700 650 900 650 125 38 163

k k’
1'-2' 2'-3' 3'-4' 4'-1' 1'-3' 2'-4' 1''-2'' 2''-3'' 3''-4'' 4''-1'' 1''-3'' 2''-4'' 最大値 平均値
10.00 10.00 10.00 10.00 14.14 14.14 10.0 10.0 20.0 40.0 14.1 21.2 40.0 19.2

◎傾斜

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
A 1000 900 800 750
B
C

各道路高 － 各敷地内任意点（マイナスが、道路より宅盤が下がっている箇所）

建物No.

建物

備考基礎

構造 階数 構造
震災前基礎高

(cm)

木 2 布 45

計測値 (mm)
計測の建物基礎高 計測の敷地内任意点 計測の道路高

◎不同沈下量
(建物基礎高の
違いの平均値）

建物基礎高[基準高－建物基礎高(計測値)] 最高・最低値を含む抽出値　(mm) 最高点との相対値　(mm)
a b

◎建物不同沈
下量(SD)

最高点・最低点を含む、４点を抽出

建物No.

建物

備考基礎

構造 階数 構造
震災前基礎高

(cm)

木 2 布 50

計測値 (mm)
計測の建物基礎高 計測の敷地内任意点 計測の道路高

◎不同沈下量
(建物基礎高の
違いの平均値）

建物基礎高[基準高－計測の建物基礎高]

平均

最高・最低値を含む抽出値　(mm) 最高点との相対値　(mm)
a b

◎地震後の地表面からの目標点の平均高さ(HB)

◎等沈下量
(震災前後の基
礎高の絶対差)

敷地高「基準高－計測の敷地内任意点]d
◎総沈
下量

0<f ⇒ e"+f f<0 ⇒ e"

163
震災後
平均

地盤高

元地盤
高

と仮定

宅地地盤
の平均沈
下量と仮

定

◎建物平均めり込み沈下量（SP) ◎建物平均絶対沈下量(SA)

建物No.

建物

備考基礎

構造 階数 構造
震災前基礎高

(cm)

木 2 布 45

計測値 (mm)
計測の建物基礎高 計測の敷地内任意点 計測の道路高

◎不同沈下量
(建物基礎高の
違いの平均値）

建物基礎高[基準高－計測の建物基礎高] 最高・最低値を含む抽出値　(mm) 最高点との相対値　(mm)
a b

0<f ⇒ e"+f f<0 ⇒ e"

163

◎傾斜

距　離　(m) 勾　配　（X/1000）
i j

◎等沈下量
(震災前後の基
礎高の絶対差)

敷地高「基準高－計測の敷地内任意点]d
◎総沈下量

最大値

　　各点の高さの差の絶対値 / 距離

◎道路

『計測の道路高』－『計測の敷地内任意点』

計測値 計算

図-8 エクセルシートの計算過程 
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図-9 エクセルシートの入力例 

６．宅地地盤・建物被災状況調査のまとめ 

調査した建物の位置図、全景写真、宅地地盤の沈下量・建物の傾斜と沈下量の一覧表および、建物

の仮BM位置を整理する。 

 

７．各マップ類の作成 

建物調査のとりまとめ後、各調査結果をもとに各マップ類を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 宅地地盤の平均沈下マップ 
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図-11 建物の平均傾斜マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 建物の平均沈下マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 路面より低い宅地マップ 
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図-14 住宅被害認定による建物の被害程度マップ 
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1) 日本建築学会：住まいづくり支援建築会議の復旧・復興支援 WG「液状化被害の基礎知識」 

http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/ 
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４－１ 宅地の液状化被害可能性判定計算シート 

（出典：国土交通省 都市局国土技術政策総合研究所 

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/takuti.html よりダウンロード可能） 

 

（１）地盤条件の入力 
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（２）プレゼンテーションシート 
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（３）液状化計算シート 
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４－２ 地盤の液状化判定 

（出典：日本建築学会，建築構造設計指針，pp.62～64，2000.10） 

（１）対象とすべき土層 

液状化の判定を行う必要がある飽和土層は、一般に地表面から 20m 程度以浅の沖積層で、考慮

すべき土の種類は、細粒分含有率が 35%以下の土とする。ただし、埋立地盤など人工造成地盤で

は、細粒分含有率が 35%以上の低塑性シルト、液性限界に近い含水比を持ったシルトなどが液状

化した事例も報告されているので、粘土分（0.005mm 以下の粒径を持つ土粒子）含有率が 10%以

下、または塑性指数が 15%以下の埋立あるいは盛土地盤については液状化の検討を行う。細粒土

を含む礫や透水性の低い土層に囲まれた礫は液状化の可能性が否定できないので、そのような場

合にも液状化の検討を行う。 

（２）液状化危険度予測 

液状化判定は図-1～2を用い、以下の手順により行ってよい。 

（ａ）検討地点の地盤内の各深さに発生する等価な繰返しせん断応力比を次式から求める． 

d

z

z
n

z

d

g
















max
 （1） 

ここに、τdは水平面に生じる等価な一定繰返しせん断応力振幅(kN/m
2
)、σ'zは検討深さにおける

有効土被り圧（鉛直有効応力)(kN/m
2
)、γnは等価の繰返し回数に関する補正係数で0.1(M－1)、 M

はマグニチュード、αmaxは地表面における設計用水平加速度（cm/s
2）、gは重力加速度（980 

cm/s
2）、σzは検討深さにおける全土被り圧（鉛直全応力）（kN/m

2）、γdは地盤が剛体でないことに

よる低減係数で次式で与えられる。  

γd =1－0.015z  （2） 

 

ここに、zはメートル単位で表した地表面からの検討深さである。 

（ｂ）対応する深度の補正 N 値（Na）を、次式から求める。 

N1 =CN・N （3） 

CN = z /98  （4） 

Na =N1+△Nf （5） 

ここに、N1は換算N値CN は拘束圧に関する換算係数、△Nf は細粒分含有率FCに応じた補正N値

増分で、図-2による。Nはトンビ法または自動落下法による実測N値とする。 

 

（ｃ）図-1中の限界せん断ひずみ曲線 5 ％を用いて、補正 N 値（Na ）に対応する飽和土層 

の液状化抵抗比 R =τl /σ'zを求める。ここに、τl は、水平面における液状化抵抗である。 

（ｄ）各深さにおける液状化発生に対する安全率Ｆl を次式により計算する。 

zd

zl

lF









/

/
 （6） 
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図-1 補正 N 値と液状化抵抗、動的せん断ひずみの関係 

 

図-2 細粒分含有率と N 値の補正係数              図-3 補正 N 値，マグニチュード， 

繰り返し回数と補正係数の関係 

 

図-4 砂礫地盤の N 値補正係数 
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４－３ 液状化に伴う地盤物性と地盤変形量の予測 

（出典：日本建築学会，建築構造設計指針，pp.66，pp.445～448，2000.10） 

 液状化発生の可能性が高いと判断された地盤においては、対象とする建物の基礎設計に必要

な情報を、下記の方法により評価するものとする。 

（１）液状化の程度と液状化・側方流動に伴う地盤変位の予測 

水平地盤での動的水平変位、残留水平変位、沈下量、液状化の程度と動的水平変位の予測は、

適当な応答解析によるほか、液状化判定の後、以下の手順によることができる。 

１）図-1から Na，τd/σz' に対応する各層の繰返しせん断ひずみ γcyを推定する。 

２）各層のせん断ひずみ γcyが同一方向に発生すると仮定して、これを鉛直方向に積分して、振

動中の最大水平変位分布とする。 

 

図-1 補正 N 値と繰返しせん断       図-2 補正 N 値と限界残留せん断 

ひずみの関係                ひずみの関係 

 

３）地表変位を Dcy とし液状化程度の指標とする。液状化の程度は、Dcy の値により表-1のよ

うに評価する。 

表-1 Dcy と液状化の程度の関係 

Dcy (cm) 液状化の程度 

0 

－05 

05－10 

10－20 

20－40 

40－  

なし 

軽微 

小 

中 

大 

甚大 

 

同様に，地盤沈下量Sを求めたい場合、図-1をそのまま使い、γcyを体積ひずみεvと読み換えれ

ばよい。 
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[計算例 1] 液状化判定と動的水平変位および残留沈下量 

図-3に示す沖積地盤について、液状化に対する安全率と液状化時の地表最大地盤変位、液状

化後の地盤沈下量を求める．地下水位は深度2mである．なお、地表面加速度200（cm/s
2）、地

震マグニチュードM =7.5とする． 

 

図-3 地盤条件 

[解]（１）深度 4mの深さにおける検討 

（１）式において、 

M =7.5 

γn＝0.65 

αmax＝200（cm/s
2） 

g＝980（cm/s
2） 

σz＝17.6×2.0＋18.6×(4.0－2.0)＝72.4（kN/m
2） 

σz'＝17.6×2.0＋8.8×(4.0－2.0）＝52.8（kN/m
2） 

これらを代入すると、 

τd /σz'＝0.65×(200/980)×(72.4/52.8)×(1－0.015×4)＝0.65×0.204×1.371×0.94 

＝0.17 

４－２（３）～（５）式より 

σz'＝52.8（kN/m
2） 

N＝2 

△Nf ＝0（４－２図-3より） 

これらを代入すると、 

 7.202
8.52

98
aN  

液状化抵抗比 τl /σz'は(４－２図-1より) 

τl /σz'＝0.07 

よって、液状化発生に対する安全率 Flは(４－２（６）)式より 

Fl ＝0.07/0.17＝0.41＜1 

したがって、液状化発生の危険度は高い． 

 



37 

 

 

（２）深度 9mの深さにおける検討 

σz＝17.6×2.0＋18.6×(9.0－2.0)＝165.4（kN/m
2） 

σz'＝17.6×2.0＋8.8×(9.0－2.0)＝96.8（kN/m
2） 

４－２（１）式より 

τd /σz'=0.65×0.204×(165.4/96.8)×(1－0.015×9.0)＝0.65×0.204×1.709×0.865 

=0.20 

N=15 

△Nf =7(４－２図-2より) 

４－２（３）～（５）式より 

1.2271.15715
8.96

98
aN  

４－２図-1より 

τl /σz'=0.28 

４－２（６）式より 

Fl =0.28/0.20=1.40＞1 

したがって，液状化発生の危険度は低い． 

（３）液状化の程度と水平地盤での動的水平変位，残留沈下量の検討 

（１）および（２）で述べた手順に従って，対象地盤の地下水位以深から深度 20ｍまでの液

状化発生の危険度を検討した結果を表-2に示す．この表により，深度 3～8ｍの層で液状化の

危険性があると判断される．そこで，これらの層の動的水平変位および残留沈下量を求め，液

状化の程度を予測する．深度 3～8ｍの層における動的水平変位を求めるにあたり，深度 4ｍで

の計算手順を示す． 

表-2 液状化判定結果 

*Na＞26 の場合は液状化抵抗比を 0.60 とした． 
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（１）より深度 4m において 

Na =2.7 

τd /σz'=0.17 

よって，繰返しせん断ひずみγcyは，図-1より 

γcy=8.0（%） 

同様に体積ひずみ εvは図-1において γcyを εvと読み換えればよいので， 

εv=8.0（%） 

となる． 

深度 3～8m の層における繰返しせん断ひずみ γcyと体積ひずみ εvは表-3のようになる． 

この結果から，振動中の最大水平変位 Dcy は， 

Dcy=Σγcy×H（H：層厚） 

 =0.08×1.0＋0.08×1.0＋0.01×1.0＋0.02×1.0＋0.01×1.0＋0.03×1.0 

 =0.23（m） 

=23（cm） 

同様に，残留沈下量 S は 

S=Σεv ×H =23（cm） 

地下水位以浅は検討を行わないので，上記の Dcyおよび S が，それぞれ地表水平変位，地

表沈下量となる． 

したがって，液状化の程度は表-1より，「大」となる． 

 

 

表-3 

深度(m)    γcy(%)，εv(%) 

3         8.0 

4         8.0 

5         1.0 

6         2.0 

7         1.0 

8         3.0 
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４－４ 宅地の平均地盤沈下と住宅の傾斜角の関係 

（出典：Kohji TOKIMATSU, Kota KATSUMATA:LIQUEFACTION-INDUCED DAMADE TO 

BUILDINGS IN URAYASU CITY DURING THE 2011 TOHOKU PACIFIC 

EATHQUAKE,Proceedings of the International Symposium on Engineering Lessons Learned 

from the 2011 Great East Japan Earthquake, ）March 1-4, 2012, Tokyo, Japan 
 

時松の浦安市の液状化被害を分析した論文によると、図-1は、宅地の平均地盤沈下を基準とした

住宅の傾斜角の分布を示しており、宅地の平均地盤沈下の増加とともに、住宅の傾斜角が大きくな

る傾向がある。 

 

 

図-1 宅地の平均地盤沈下と住宅の傾斜角の関係 
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４－５ 建物の傾きによる健康障害 
（出典：復旧・復興支援 WG 「液状化被害の基礎知識」 

 http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/health/index.html） 

 

液状化による地盤沈下などで住宅が傾くと、戸の開け閉めの不具合、隙間風の発生、傾斜によるも

のの転がりといった障害だけでなく、めまいや吐き気などの健康障害が生じることがあります。建物

の傾きと健康障害について、これまでに報告された学術研究をいくつか紹介します。ここで、健康障

害には個人差があることに注意してください。 

なお、床の傾きだけでなく、柱や壁の傾き、窓や窓の外に見える景色の傾きなどの視覚的刺激から

も生理的・精神的影響があります。また、長期間居住することで感覚の麻痺が生じ、自覚症状が消え

ることがあります。 

以下に紹介する文献について、床の傾斜角と健康障害の対応をまとめると、次の表のようになりま

す。 

表-1 床の傾斜角と健康障害 

傾斜角 
健康障害 文献 

度 分数（ラジアン） 

0.29° 5/1000 (=1/200) 傾斜を感じる。 藤井ほか（1998） 

0.34° 6/1000 (=1/167) 不同沈下を意識する。 藤井ほか（1998） 

0.46° 8/1000(=1/125) 傾斜に対して強い意識、苦情の多発。 藤井ほか（1998） 

0.6° 

程度 
1/100 程度 

めまいや頭痛が生じて水平復元工事
を行わざるを得ない。 

安田・橋本（2002） 

安田（2004）  

～1° ～1/60 頭重感、浮動感を訴える人がある。 北原・宇野（1965） 

1.3° 1/44 
牽引感、ふらふら感、浮動感などの自
覚症状が見られる。 

宇野・遠藤（1996） 

1.7° 1/34 半数の人に牽引感。 宇野・遠藤（1996） 

2°～3° 1/30～1/20 
めまい、頭痛、はきけ、食欲不振など
の比較的重い症状。 

北原・宇野（1965） 

4°～6° 1/15～1/10 
強い牽引感、疲労感、睡眠障害が現れ、
正常な環境でものが傾いて見えるこ
とがある。 

北原・宇野（1965） 

7°～9° 1/8～1/6 
牽引感、めまい、吐き気、頭痛、疲労
感が強くなり、半数以上で睡眠障害。 

北原・宇野（1965） 
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床の傾斜角と健康障害に関する文献 

(出典：北原正章・宇野良二：傾斜室における眩暈と平衡－新潟地震による傾斜ビルの調査研究－, 耳

鼻咽喉科臨床, 耳鼻咽喉科臨床学会, Vol.58,No.3,pp.145-151,1965.3) 

1964年6月16日に発生した新潟地震で傾斜した建物に居住や勤務する人を対象に、同年11月に面接

調査を行った結果を報告しています。 

床の傾斜が1°以下では、1日中傾斜室内に生活しているもの6名中2名が頭重感、浮動感を訴えていま

す。2°～3°では、めまい、頭痛、はきけ、食欲不振などの比較的重い症状が現れます。4°～6°で

は、一方へ強く引かれる感じ（牽引感）が主体的となり、疲労感、睡眠障害が現れ、正常な環境でも

のが傾いて見えることがあります。7°～9°では牽引感、めまい、吐き気、頭痛、疲労感が強くなり、

半数以上で睡眠障害があります。 

居住者の経験から出た対策として、時々の外出、床の水平化工事が挙げられています。ベッドだけ

でも水平にすると寝つきがよく体が疲れないと回答した人があったことが報告されています。 

また、めまいが発生する原因を以下のように考察しています。人間には頭を鉛直に保とうとする反

射（立ち直り反射）があります。建物が傾いていると、まず重力による感覚から頭を鉛直に保とうと

します。しかし、同時に視覚からの情報で床に垂直な方向に頭部を保とうとします。この筋肉の緊張

に現れる2つの反射の葛藤がめまいや牽引感の原因として考えられると指摘しています。 

 

(出典：宇野英隆・遠藤佳宏：人の平衡感覚に関する研究 : 傾いた床での生活の限界, 日本建築学会

計画系論文集, No. 490, pp. 119-125, 1996.12) 

ジャッキで床を傾けることができる装置を使った被験者実験と、1964 年新潟地震で傾いたある会

社の女子寮に入居する女性42名に対し1981年10月に面接調査を行った結果について報告していま

す。面接調査の結果、床の傾斜角度と自覚症状について、以下の表・図のような関係が見られまし

た。1.3°で牽引感、ふらふら感、浮動感などの自覚症状が見られ、1.7°で半数の人に牽引感が現

れます。 

表-2 床の傾斜角度と自覚症状 

斜角度 

（度） 

牽引
感 

ふら 

ふら
感 

浮動
感 

不眠 
疲労
感 

回転
感 

頭
痛 

めまい 腰痛 計 
実対象者
数計（人） 

1.3 6 5 2 0 1 1 0 0 0 15 8 

1.4 8 4 1 2 0 0 0 0 0 15 9 

1.6 4 3 1 1 0 0 1 0 0 10 4 

2 9 2 2 3 1 0 0 0 2 19 9 

2.2 5 2 1 1 1 2 2 1 0 15 5 

2.3 6 5 4 2 0 0 0 2 0 19 7 

計（人） 38 21 11 9 3 3 3 3 2 93 42 

注：複数回答である 
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図-1 床の傾斜角度と自覚症状 

 

(出典：藤井衛・伊集院博・田村昌仁・伊奈潔：兵庫県南部地震の液状化地帯における戸建住宅の基

礎の被害と修復－戸建住宅の基礎の修復に対する考え方－, 土と基礎, 地盤工学会, Vol. 46, No. 7, 

pp. 9-12, 1998.7) 

阪神・淡路大震災で液状化被害が発生した芦屋市の住宅約 100 棟を調査した結果を報告していま

す。この調査結果に加え、これまでの文献や、下水道の掘削工事によって被害を受けた住宅に対し

著者らがアンケート調査した結果も踏まえ、傾斜角と機能上の障害について以下の表のようにまと

めています。 

表-3 床の傾斜角と機能上の障害 

傾斜角 (rad) 傾斜角（度に換算） 居住者の感覚 

5/1000 0.29 傾斜を感じる。 

6/1000 0.34 不同沈下を意識する。 

8/1000 0.46 傾斜に対して強い意識、苦情の多発。 

 

(出典：安田進・橋本隆雄：鳥取県西部地震における住宅の液状化による沈下について, 土木学会第

57回年次学術講演会, pp. 1029-1030, 2002.9 

安田進：鳥取県西部地震による団地の被害, 総合論文誌, 日本建築学会, No. 2, pp. 45-46, 

2004.2) 

2000 年鳥取県西部地震で液状化被害が発生した米子市安倍彦名団地の調査結果を報告していま

す。安倍彦名団地では、169 棟の戸建て建物の傾きは以下のようになっていました。 

 傾き 5/1000 以下（0.29°以下）または未測定：53 棟  

  傾き 5/1000～10/1000（0.29°～0.57°）：39 棟  

  傾き 10/1000～15/1000（0.57°～0.86°）：30 棟  

  傾き 15/1000 以上（0.86°以上）：47 棟  

合計すると、116 棟が 5/1000 以上（0.29°以上）傾斜しました。 

水平化工事を行ったか否かの境は、傾斜角が 5/1000～15/1000（0.29°～0.86°）の範囲でした。
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床が 10/1000 程度以上（0.6°程度以上）傾斜するとめまいや頭痛が生じて水平復元工事を行わざる

を得なかったと推定しています。 

建物の傾斜は、地盤の液状化だけでなく、軟弱地盤にみられる圧密沈下（ゆっくりと時間をかけ

て沈下する現象）、近隣の掘削工事や重量物の設置でも生じます。頭痛などの自覚症状があり、調べ

てみると建物が傾斜していたといった事例もありますので、ご注意ください。 

東日本大震災の液状化被害等の実態を踏まえ、災害による住家被害認定が一部見直しされました。

基礎と柱が一体的に傾いたときの判定は以下のように追加されています。 

 

表-4 基礎と柱が一体的に傾く不同沈下の場合の判定 

四隅の柱の 

傾斜の平均 
判定 運用 備 考 

1/100 以上、
1/60 未満 

半壊 新規 
1/100：医療関係者等にヒアリングを行い設定した 

居住者が苦痛を感じるとされている値  

1/60 以上、1/20

未満 

大規模
半壊 

新規 
1/60：従来から基準値として使われている構造上の 

支障が生じる値 

1/20 以上 全壊 
従来
通り 

 

出典：内閣府，防災情報のページ，災害に係る住家の被害認定（2011 年 6 月 17 日閲覧） 

 

 

http://bousai.go.jp/hou/unyou.html
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４－６ 液状化による家屋被害と健康障害の関係 

 

液状化による家屋被害は、家屋の倒壊にまで至ることがほとんどないため、一見居住者の身体へ

の影響がないと考えられがちだが、実際には、家屋の傾きがめまい、頭痛、不眠といった健康被害

をもたらす場合が少なくない。下記の東日本大震災後の浦安市における調査によれば、傾き 1/100

以上の被害となった家屋においては、約６割の住戸で体調不良になった居住者があった。 

 

表-1 液状化による家屋被害と健康障害の関係 

（単位：戸）

大規模半壊 半壊 一部損壊 軽微

70 49 21 31 2

(58%) (64%) (47%) (22%) (22%)

めまい 23 19 4 4 0

頭痛 62 45 17 18 2

不眠 37 27 10 13 1

吐き気 17 15 2 4 0

その他 27 20 7 9 0

66 46 20 57 3

(55%) (61%) (44%) (40%) (33%)

121 76 45 144 9

 体調不良になった
 家族がいる

 精神不安定になった
 家族がいる

回答戸数

　半壊以上の被害（傾き1/100以上）

 

（資料） 明海大学齊藤広子教授調べ。 

 

 

表-2 罹災証明における住家被害認定の基準（地盤液状化） 

傾斜 潜り込み量

　全壊 　1/20以上 　床上１ｍまで

　大規模半壊 　1/60以上1/20未満 　床まで

　半壊 　1/100以上1/60未満 　基礎の天端下25cmまで  
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４－７ 地盤に係る住宅被害認定の運用見直しについて 

（出典：内閣府  

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hisaishashien/pdf/dai2kai/sankou13-1.pdf）                                              

 

【見直しの主なポイント】 

1.傾斜による判定の追加(基礎と柱が一体的に傾く(不同沈下)の場合) 

基礎・床も含めた傾斜の場合は以下により判定 

1/20≦四隅の傾斜の平均⇒全壊(従来通り) 

1/60≦四隅の傾斜の平均＜1/20⇒大規模半壊(新規) 

1/100≦四隅の傾斜の平均＜1/60⇒半壊(新規) 

 

図-1 住宅の傾斜による判定 

 

※1/20の傾きとは:20cmの垂直高さに対して1cmの水平方向のずれ。(分母が大きいほど傾きは小さ

い) 

※1/60:従来から基準値として使われている構造上の支障が生じる値 

※1/100:医療関係者等にヒアリングを行い設定した居住者が苦痛を感じるとされている値 

 

2.住家の基礎等の潜り込みによる判定の追加 

住家の基礎等の地盤面下への潜り込み状況により判定 

 

図-2 住宅の基礎等の潜り込みによる判定 

 

※床上1mまで:雨が降ると恒常的に床上1mまで浸水することから設定 

※床まで:雨が降ると恒常的に床上浸水することから設定 

※基礎の天端下25cmまで:雨が降ると恒常的に床下浸水することから設定 
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４－８ 建物被害と液状化可能性の関係（液状化被害地区における実態調査） 

(出典：橋本 隆雄・宗川 清・明石 達生・大橋 征幹：東北地方太平洋沖地震における宅

地の液状化被害可能性の簡易判定手法の検証、土木学会第 33 回地震工学研究発表会講

演論文集,2013.10.) 

 

１．検討地区 

「宅地の液状化被害可能性判定計算シート（国総研）」の入力に必要な、ボーリング調査と室内土

質試験のデータについては、東日本大震災の液状化により戸建て住宅に被害のあった5地区（図-１）

の中から、地震前にボーリング調査が行われていて、かつ罹災証明の調査により直上の建物被害程度

の明確な場所を選定した。ただし、地震前のボーリング調査で室内土質試験値があるものは非常に少

なく、この場合は、地震後に実施した室内土質試験値を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 検討地区の選定箇所 

２．建物被害データ 

各地区ともボーリングデータの直上の建物被害の罹災証明を入手し、被害程度（全壊・大規模半壊・

半壊・一部損壊・被害なし）を分類することができたものをサンプルとして抽出した。このうち潮来

市日の出地区については、地震前のボーリングデータが一部損壊・被害なしの場所にしかなかったた

め除いた。最終的なサンプル数は、全地区合計で48箇所である。 

罹災証明は、表-１に示すように内閣府の東日本大震災の液状化被害に対応して発せられた「地盤

に係る住家被害認定の調査・判定方法」（平成25年5月2日）と「災害に係る住家の被害認定基準運用

指針」（平成25年6月）の改定基準が地震直後に出され、その基準に沿って調査したものである。 

 

表-1 基礎と柱が一体的に傾く不同沈下の場合の判定 

判定 四隅の柱の傾斜の平均 潜り込み量 

半壊 1/100 以上，1/60 未満 基礎の天端下 25cmまで 

大規模半壊 1/60 以上，1/20 未満 床まで 

全壊 1/20 以上 床上 1mまで 
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３．液状化判定対象層 

判定対象層は、「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」に準じて地表面から20m程度以浅

の沖積層、埋立層、盛土層とし、細粒分含有率35％以下の層及び35％を越える層でも粘土分含有率が

10％以下または塑性指数15以下の層とした。想定する地盤面は、判定対象宅地の地表面標高とするが、

盛土工事等によってボーリング調査時の地表面標高と判定対象宅地の地盤面標高が異なる場合には、

ボーリング調査時の各層の液状化強度比をそのまま用いた。 

 

４．計算条件 

想定地震動（表-2）は、M9.0とし、地表面最大加速度は、各地区の観測値を用いた。 

指針では、400～500年経過した沖積層には、F値に補正係数1.4を乗じた「年代効果」の設定が認め

られているが、今回は「年代効果」の有り無しで計算し結果を比較した。 

 

表-2 想定する地震動 

宅地被害地区 地震前の

ボーリン

グ箇所 

加速度（gal） 
マグニチュー

ド（M）注2） 出典 3成分 NS方向 EW方向 適用注１） 

神栖市 

掘割地区 
10 

kik-net神栖市 

溝口（余震）注3） 
337.9 328.2 270.0 340 

Ｍ9.0 

（Ｍ7.6） 

我孫子市 

布佐東部地区 
23 

電力中央研究所

(我孫子) 
－ 203.9 199.8 200 Ｍ9.0 

千葉市 

磯辺美浜地区 
11 

気象庁美浜区 

真砂（本震） 
276.5 190.8 207.9 200 Ｍ9.0 

習志野市 

香澄地区 
4 

気象庁習志野市

鷺沼（本震） 
245.7 226.4 202.5 200 Ｍ9.0 

注1）：各液状化検討委員会で決定された検討箇所近傍の地表面における地震観測記録を適用した． 

注2）：kik-net神栖市溝口（余震）のマグニチュード（M）は7.6であるが，神栖市液状化検討委員会で決定された長時

間地震動であることからＭ9.0を適用した． 

注3）：電力中央研究所(我孫子)における観測波形を用いて，布佐東部地区の代表的な地盤構成に対して一次元地震応

答解析（SHAKE）を実施した結果である． 

 

５．指針の判定基準 

指針の判定図や数値は、表-3及び図-2～図-3に示す通りである。 

 

表-3 判定図の数値表 
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図-2 指針のH1-Dcy判定図      図-3 指針のH1-PL判定図 

 

６．計算結果 

計算シートを用いて、指針の建築基礎構造設計指針に基づく計算法（建築H1-Dcy法、建築H1-PL

法）に準じて地表面変位量（Dcy）、液状化指標値（PL値）を求め、判定図にプロットした結果を以

下に示す。指針の判定図や数値は、表-3及び図-2～図-3に示す通りである。 

 

＜年代効果を考慮しない＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年代効果を考慮する＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 建築H1-Dcy法 図-5 建築H1-PL法 

図-6 建築H1-Dcy法 図-7 建築H1-PL法 
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図-4 の建築 H1-Dcy 法「年代効果なし」による判定の結果を見ると、被害が大きい地点は「顕著

な液状化の可能性が高い」と判定されており、被害の程度とDcy値が相対的に整合していると見て

とれるが、「被害なし」の点も一部含まれている。また、図-5 の建築 H1-PL 法「年代効果なし」に

よる判定でも、被害が大きい地点は，「顕著な液状化の可能性が高い」と判定されており被害の程度

と PL値が相対的に整合している傾向が見てとれるが、「被害なし」の点が一部含まれている。 

図-6～図-7では、指針に従い 400 年以上経過した沖積層については、建築基礎構造設計指針の液

状化強度比の値を 1.4 倍した「年代効果あり」で FL値を算出した。「年代効果」を考慮することで、

「顕著な液状化の可能性が高い」のエリアに含まれていた「被害なし」の点に改善が見られた。 

なお、指針ではM7.5，200galの中地震を対象に考えられているのに対して、今回の計算ではそれ

よりも大きなM9.0 のデータを用いている点が異なるので注意が必要である。 

 

７．まとめ 

液状化強度に対する地盤生成年代の影響「年代効果」を与えない場合でも、被害が大きい地点の

取りこぼしはなかった。また、「年代効果」を考慮することにより結果に改善が見られ、東日本大震

災の宅地の液状化被害分布が概ね指針と一致する結果となることが確認された。これにより、建築

H1-Dcy 法、建築 H1-PL法のどちらの方法も ABC の 3 つのゾーンで区分される液状化被害の可能性

を概ね評価できることが確認された。 

なお、今回のガイダンスにおいて、公共施設・宅地一体型液状化対策の目標値に限り図-2～3に示

した「B1ランク」の範囲をＡランクと同等に「顕著な被害の可能性が低い」として取り扱っており、

今回の事例においても「B1ランク」の範囲は被害なしとなっている。 
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５－１ 地域で取り組む地盤の液状化対策のための地下水位低下の効果・影響簡易計算シート 
（出典：国土交通省 都市局国土技術政策総合研究所 

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/takuti.html よりダウンロード可能） 

（１）地盤条件の入力 

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/takuti.html
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（２）圧密沈下量の入力 
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（３）プレゼンテーションシート 
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（４）液状化抑制効果計算シート 
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５－２ 地下水位低下によって発生する地盤の沈下量に関して 

 

地下水位低下や盛土によって粘土層が圧密し地盤が沈下するが、施工条件などによって沈下量

は以下のように大きく異なってくる。 

 

（１）洪積層からの地下水の汲み上げによって発生した地盤沈下 

明治・大正時代から昭和30年代にかけて地下水を汲み上げて工業用水などに用いたため、東京

の低地などで地盤沈下が発生した。東京の下町では沖積砂質土層（As層）の下部に厚い沖積粘性

土層（Ac層）があり、その下部に洪積の砂礫層（Dsg層）が堆積している。洪積砂礫層の中には

地下水が多く含まれ、また周囲の台地などから流れ込んでおり、明治・大正時代からの地下水位

汲み上げは図-1に示すように、この洪積砂礫層の被圧水から行われていた。その場合、図に示す

ように、沖積粘性土層下部の水圧が下がったために圧密が発生し地盤沈下をもたらした。表層の

地下水位はこれと連動していなく、地下水汲み上げ規制が行われて水圧が元に戻ってきた現在と

地盤沈下が生じていた頃とで、表層の地下水位は変化していないと考えられている。したがって、

圧密沈下を生じた深さは沖積粘性土層の下部にあたり、しかも水圧を大きく低下させたために数

mもの地盤沈下を生じた。 

 

（２）埋め立てにより生じた圧密と地盤沈下 

海岸の埋立地における埋め立て前後の全上載圧、間隙水圧の深度分布の変化を模式的に描くと

図-2となる。なお、東京湾岸の洪積砂礫層は上記のように周囲の台地から地下水が流れてきてお

り被圧水となっていることが多い。そのため、沖積粘性土層下部では静水圧より大きいことがあ

るので、この図では下部で静水圧より少し高い間隙水圧のイメージで描いてある。さて、埋め立

て工事では埋立層の荷重が沖積粘性土層下部まで全層にわたって加わるため、全層で全上載圧が

大きくなる。地下水位も少し上昇する（埋立地内の地下水位は周囲の海水面より高いのが一般的

である）が、埋立層の荷重の方が一般に大きいので、図-2の右に示したように、全層にわたって

有効上載圧が増加する。このため、沖積粘性土層の全層で圧密が生じて、大きな地盤沈下が発生

することになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 洪積砂礫層からの地下水

汲み上げによる水圧低下 

図-2 埋め立てによって増加する有効

上載圧 
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（３）表層の地下水位低下によって発生する圧密と地盤沈下 

地表面下3m 程度の深度から、浅井戸や排水溝で表層の地下水位を低下させた場合の有効上載

圧の増加を模式的に描くと、図-3となる。地下水位の低下量に比例して有効上載圧の増加量は増

す。ただし、数mの厚さで埋め立てを行った場合に比べ、1～2mほど水位低下（一般に地下水位が

浅い場合でも宅地では地下水位は地表面下1m程度より深いので、地表面下3m程度まで地下水位を

下げても、水位低下量は1～2mにしかならない）しただけでは有効上載圧の増加量は小さい。 

また、市街地液状化対策事業による実証実験1) 2) 3)が行われる前は、水位低下による水圧低下の

分布は図-3(b)のように平行移動すると考えてきたが、実験を行ってみると実際には図-3(c)のよ

うに、下部に砂礫層や砂層がある場合にはその層の水圧は下がらず、平行移動ではない実験結果

がいくつかでてきた。これは、東京湾岸などでは沖積粘性土層の下部の砂礫層では地下水が流れ

ており被圧もしていたりするので、地下水位を下げても圧密対象層下部の間隙水圧は変化しない

ためと考えられる。このため、図-3(b)のように考えて計算シートなどで地盤の沈下量を予測して

いたのに反し、実験結果の沈下量が小さくなった地区が出てきた。それだけではなく、埋立層の

下部に沖積砂層（As層）がある場合でも周囲の地盤から地下水が流れてくるのか、地下水位を下

げても下部にある沖積粘性土（Ac層）の間隙水圧は変化しない結果も出てきている。この場合は

地下水位を下げてもAc層の圧密沈下は生じないことになる。したがって、実証実験で地下水位を

低下した場合の水圧分布の変化や実際の沈下量を測定することが望まれる。 

この他、詳細な地盤調査や実証実験を行って分かったこととして、沖積粘性土といえども一定

の過圧密状態になっており、そのために地盤の沈下量が実際には小さく出たケースもある。した

がって、実証実験を行えない地区でも、圧密試験も含む詳細な地盤調査をすれば地盤沈下の過大

な心配をしなくてすむケースもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 表層からの地下水汲み上げによる有効上載圧の増加 
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５－３ 液状化被害軽減策の考え方 

 

液状化被害地区の中には、地盤条件が特異なために、再液状化対策の目標水準を満足する設計

を行うことが著しく困難な場合が存在する。そのような地区は、本来新規造成時であれば住宅地

とすることを避けるべき土地であるが、被災地復興の場合には、集団移転など他の復興方策との

比較において、地域の合意形成を図り、現地において不十分ながらも最低限の液状化被害低減策

を採用することが合理的と考えられる場合がある。 

こうした特殊な地盤条件の地区においては、再液状化対策の目標水準を一部緩和することが必

要となるが、その場合の新たな目標水準は、家屋の被害を最小限に止めるという観点から、地盤

が支持力を失って建物が地盤面下に潜り込む「めり込み沈下」を抑制できる水準を目標とするこ

とが妥当である。 

一部の液状化被害地区においては、液状化層が厚く堆積する場合、現行の「H1≧3mかつDcy＜

5cm」の液状化対策が技術上困難である。ここでは、「H1≧3mのみ」を確保することで、住宅のめ

り込み沈下量を軽減し、住宅の液状化被害を抑制する方策を示す。 

 

１．地質タイプと液状化軽減策の考え方 

（１）液状化被害軽減の考え方 

砂利採取跡地等で液状化層が非常に厚い場合は、地下水位をGL-3mまで低下しても、Dcy＜5cm

をクリアできないなど液状化に伴う沈下量を小さくすることができない。 

このため、「減災型」として、H1≧3mを確保すればめり込み沈下量が軽減され住宅の傾斜が低

減できる「めり込み沈下の抑制のみ」の対策を容認する考えである。具体的には、ガイダンスに

おいて「H1≧3mかつDcy＜5cm」を住宅が建ったままでは技術上困難な場合に「H1≧3mのみ」を

認めることを示している。地区の大部分では液状化被災軽減策の基準を満足するが、局所的に満

たない箇所がある場合は、専門家を含む委員会で軽減策の選択を行い、住民に十分説明したうえ

で合意形成を図る必要がある。 

なお、地域で取り組む地盤の液状化対策のための地下水位低下の効果・影響については、＜資

料編５－１＞簡易計算シートの入力・計算例を参照とされたい。 
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（２）液状化発生しやすさの地質分類 

液状化が発生しやすい条件には以下の3つがある。 

①地下水位が浅い 

②砂地盤 

③緩い状態にある地盤 

また、液状化が発生しやすい微地形は、海岸や池・沼などの水面を埋め立てた干拓地や埋立地、

旧河道、自然堤防、砂丘と内陸の際などである。これらのことから地質分類からみて液状化発生

しやすさは表-1に示す6つのタイプに分けられる。 

表-1 液状化発生しやすさの地質分類 

地質タイプ 内 容 

タイプ-1 丘陵地、段丘面、扇状地 

タイプ-2 谷底低地、後背湿地 

タイプ-3 海岸平野、自然堤防、三角州、干拓地 

タイプ-4 池・沼地跡、水深の浅い埋立地 

タイプ-5 水深の深い埋立地、採掘跡地（地下水位が浅い場合） 

タイプ-6 水深の深い埋立地、採掘跡地（地下水位が深い場合） 

 

表-1は、液状化発生しやすい地質タイプと各地質タイプ別に応じた液状化対策工選定における

留意点をまとめたものである。各地質タイプにおける液状化のしやすさと対策工法の考え方とし

ては以下の通りとなる。ただし、専門家からなる委員会等で詳細、且つ、高度な検討を行った結

果の判断についてはこの限りではない。 

①「地質タイプ-1、地質タイプ-2」 

宅地基礎地盤が扇状地性の砂礫層や、後背湿地性の軟弱地盤（シルト・粘土主体）のため“液

状化発生の可能性は少ない”と評価され、砂質土層の分布が確認されない場合には液状化に

おける対策は不要と考えられる。 

②「地質タイプ-3（図-1）、地質タイプ-4（図-2）」 

宅地基礎地盤が緩い砂質土層や埋め立て土層のため、液状化発生の可能性が高い”、または、

“液状化発生の可能性が非常に高い”と評価される。液状化対象層厚が比較的薄い（層厚概

ね5m未満）ため液状化対策工としては、地下水位低下工法や格子状改良工法が適用可能な工

法として挙げられる。 

③「地質タイプ-5、地質タイプ-6」（図-3） 

宅地基礎地盤が水深の深い埋立地や採掘跡地であり、埋め土層が厚く“液状化発生の可能性

が非常に高い”と評価される。地下水位が高いタイプと GL-3m 以深の深いタイプである。開

削工法による排水管方式の場合地下水位低下は GL-3.0m 程度までが適用可能な深さであるた

め、タイプ 5 では開削工法で地下水位低下対策が施される。それ以深のタイプ 6 で水位低下

対策を施す場合は、推進工法による排水管方式や不飽和化工法等を適用することを検討する

必要である。不飽和化工法等においては現段階で補助的な副工法扱いであり、抜本的な液状

化対策工法の主工法とは評価できない。したがって、確実に対策できる工法がないため、次

善の策として“液状化被害の軽減策”を考える必要がある。なお、液状化被害の軽減策を考
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える必要がある場合については、＜資料編５－４＞の例題を参照とされたい。 
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表-2 地質タイプ別に応じた液状化対策選定の留意点 
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図-1 タイプ 3（砂質土層主体）の液状化対策工選定フロー 

 

 

図-2 タイプ 4（液状化層以深に軟弱層が分布）の液状化対策工選定フロー 
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図-3 タイプ5、タイプ6（埋立地、採掘跡地）の液状化対策工選定フロー 
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２．液状化によるめり込み沈下量の推定方法 

これまでの被災事例から、全体に平均めり込み沈下量が大きくなると建物の傾斜角も大きくな

る傾向がある1）ので、平均めり込み沈下量を推定すると傾斜角も推定することができる。地盤中

の構造物のめり込み沈下量の推定方法には、①被災例や実験から得られた経験式から推定する方

法と、②解析によって推定する方法があるので、算定においては適切な推定を用いる必要がある。 

 

（１）液状化した地盤中の構造物のめり込み沈下量を推定する方法の種類 

液状化した地盤中の構造物のめり込み沈下量や地盤の圧縮沈下量を推定するのは簡単ではない。

それは液状化が地盤の破壊現象であり、液状化により物性が突然変わり、また液状化後も揺すら

れ続けると沈下量や傾斜角、流動量も増すからである。 

しかし、近年、液状化によるこれらの変位・変形量を推定する試みが行われるようになってき

た。その方法を大別すると、まず、表-3に示すように被災例や実験から得られた経験式から推定

する方法と、解析によって推定する方法に分けられる。 

解析による方法には時々刻々液状化の発生や地盤・構造物の変位・変形量を求めていく詳細な

動的解析方法と、最終的に残留する変位・変形量だけを求める簡易的な静的解析方法がある。 

なお、めり込み沈下が発生するメカニズム及び影響を与える要因については、＜資料編５－５

＞を参照とされたい。めり込み沈下量から建物傾斜角を推定する方法については、＜資料編５－

６＞を参照とされたい。弾性論の式を利用してめり込み沈下量を推定する方法については、＜資

料編５－７＞を参照とされたい。 

 

表-3 液状化に伴う地盤及び構造物の変位・変形量を推定する方法の分類 2)
 

  類 概  要 特   徴 

経験にもとづいて推定する方法 

過去の被災事例や模型実験

などから出された経験式に

より推定する方法 

簡易ではあるが適用できる構造

物や地盤の条件が限られる。 

解析を行

って推定

する方法 

静的解析方法 

（残留変形解析方法） 

静的 FEM などを利用し、最

終変形量だけを推定する方

法 

比較的簡易であり、ある程度の

精度も有する。 

動的解析方法 

過剰間隙水圧の発生・伝播

を考慮できる時刻歴地震応

答解析を行って変形量の時

刻歴を詳細に解析する方法 

精度は高く種々の条件に対応で

きる。ただし方法は複雑であり、

また、精度に見合った詳細な地

盤データが必要である。 
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５－４ 液状化被害の軽減策を考える必要がある場合の例題 

戸建て住宅の液状化被害の可能性の判定は「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針 1)」に

よると次のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、茨城県神栖市の砂利採掘跡地を例題に液状化被害の可能性について検討する。 

地質タイプについては、＜資料編 ５－３ 表-2＞に示す「タイプ－４およびタイプ－５」について

想定し、いずれも地下水位はGL-1.0mに分布している。 

（１）タイプ４：液状化層厚 5ｍを想定 

１）対策前の検討：地下水位 GL-1.0ｍ 

地表変位量（Dcy）および液状化指数（PL）いずれにおいても、「c」に分類され「顕著な液状化被

害の可能性が高い」と評価される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-1 タイプ－４（液状化層厚 5mでの再液状化の検討） 
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２）対策後の検討：地下水低下対策 GL-3ｍ 

中地震（M7.5 200gal）を想定した場合では、地表変位量（Dcy）および液状化指数（PL）いずれに

おいても、「B3」に分類され「顕著な液状化被害の可能性が比較的少ない」と評価され、地下水低下

対策の有効性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 タイプ－４（液状化層厚 5mでの再液状化の検討） 

 

（２）タイプ５：液状化層厚 9ｍを想定 

１）対策前の検討：地下水位 GL-1.0m 

地表変位量（Dcy）および液状化指数（PL）いずれにおいても、「ｃ」に分類され「顕著な液状化

被害の可能性が高い」と評価される。特に地表変位量（Dcy）は中地震においても20cm以上を示し、

液状化の程度は「大」に分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 タイプ－５（液状化層厚 9mでの再液状化の検討） 
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２）対策後の検討：地下水低下対策 GL-3ｍ 

地下水低下対策を実施した場合においても、中地震（M7.5 200gal）では、地表変位量（Dcy）およ

び液状化指数（PL）いずれも、「ｃ」に分類され「顕著な液状化被害の可能性が高い」となり対策の

優位性がない。技術指針・同解説（案）に示される対策効果（Dcy＜5cm）を評価した場合では、地

下水低下量がGL-5.5m以上必要であり、現状における地下水低下工法では適用が困難であり、液状化

による被害の軽減策を考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 タイプ－５（対策後の検討：地下水低下対策GL-3m、液状化層厚 9m） 

 

以上のことから、＜資料編 ５－３ 表-2＞に示す地質タイプ－５およびタイプ－６の場合におい

ては、地表変位量（Dcy）および液状化指数（PL）からの可能性の判定は難しく、液状化被害の軽減

策を考慮した場合では別途検討手法を考える必要がある。 
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５－５ めり込み沈下が発生するメカニズム及び影響を与える要因 

（出典 地盤工学会 関東支部：造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書－液状化か

ら戸建て住宅を守るための手引書 －，平成25年3月） 

 

（１）液状化が戸建て住宅を沈下・傾斜させるメカニズム 

液状化により戸建て住宅が沈下するメカニズムを考えると、液状化が発生した後間隙水が噴出する

ことによって地盤全体が圧縮沈下し、建物はその中にさらにめり込んで沈下する。これを模式図で描

くと図-1のようになる。このように沈下量は、以下を区別して考える必要がある。 

①地盤自体の圧縮沈下量 

②建物の絶対沈下量 

③建物のめり込み沈下量 

これらのうち①の地盤の圧縮沈下に関しては平面的に一様に沈下すれば建物の傾斜もあまり生じ

ないので一般に建物に甚大な被害を与えない。これに対し、③の地盤にめり込んで建物が沈下するの

は、もともと支持力がある地盤が急に泥水化し、支持力を失って沈下するため、沈下と同時に傾斜や

家屋のゆがみなども生じ建物にとって甚大な被害をもたらす。②の絶対沈下量は①と③の合計である。

したがって、重要なのは③のめり込み沈下量になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 めり込み沈下量の定義 1) 

 

また、めり込み沈下が発生するメカニズムの一つは、図-2のように建物が地盤内にめり込んでいく

ためには、その下の土を横方向に押し出す必要がある。これは地表面に押し出されるため、図-2に示

したように建物近傍が盛り上がる。なお、この横方向に押し出すことを防げばめり込み沈下量も減る

ことになる。二つ目は、液状化した地盤から水が噴出することに伴う圧縮沈下も加わることである。

したがって、めり込み沈下量は図-2に示したように、建物の絶対沈下量から周囲の地盤の沈下量を差

し引いた値となる。 
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図-2 めり込み沈下が発生するメカニズム 

 

（２）めり込み沈下に影響を与える要因 

液状化は地下水位以下の地層しか直接的には発生しないが、住宅地では地下水面は地表面にはなく

ある深さのところに分布する。また、地下水面直下の層でも全て液状化するとは限らないので、必ず

非液状化層が表層に存在する。この非液状化層とその下の液状化層の特性や、建物の諸元、地震動特

性に関する下記の要因が戸建て住宅の沈下量に影響するのではないかと考えられる。 

①地盤に関する要因：非液状化層の厚さや硬さ、地下水位、液状化層の厚さや粒径・緩さ 

②建物に関する要因：建物荷重、建物幅、基礎の根入れ深さ 

③地震動：地震動の大きさ、振幅、継続時間 

東日本大震災後の浦安市での調査によると、図-3に示すように被害の程度が大きいほど地下水位は

浅い傾向にあった。地下水位が深くなると、液状化層での有効上載圧が大きくなるので液状化し難く

なる。それと同時に図-4に示すように住宅基礎下の非液状化層厚も厚くなりその分支持力（地耐力）

も増えるため、沈下し難くなるのではないかと考えられる。 

 

１．地震前の状態 

2．液状化で軟弱化した地盤への

家屋のめり込み沈下 

3．地下水の噴出に伴う地盤の圧

縮沈下の追加 
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図-3 浦安市における戸建て住宅の被害と地下水位の影響 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 地下水位の影響による戸建て住宅の沈下 1) 

直接液状化 直接液状化
直接液状化

地下水位が浅い場合 地下水位が少し深い場合 地下水位が深い場合

43

基礎下の非液状化層が薄い
ので支持力不足ですぐ沈下
するか、液状化層から絞り
出された間隙水が上がって
きて支持力不足になって沈
下。

液状化層から絞り出された
間隙水が次第に上がってき
て支持力不足になって沈下。

家屋周囲に地割れが生じ
そこから噴水が先に出るこ
ともあり。

液状化層から絞り出された
間隙水が次第に上がって
きても、基礎下付近まで達
せず支持力は残ったままで
沈下しない。噴水も地表に
達しない。



75 

 

また、2000年鳥取県西部地震の時の安倍彦名団地の事例3) 4)では、建物の傾斜角と地下水位の分布な

どが詳細に調べられた。その結果、地下水位が浅いほど戸建て住宅の傾斜角が大きく、地下水位が1.6m

程度より深いと傾斜角は「10/1,000」程度以下になり生活に支障がないことが示されている。 

これらのことから、非液状化層厚をある一定値以上を確保することによって、液状化によるめり込

み沈下量や建物傾斜を抑制できるものと考えられる。 

「宅地耐震設計マニュアル（案）：UR都市機構、平成20年4月」5)では、図-5に示すように非液状化

層厚H1と液状化層厚H2の関係を以下のように示している。 

これによると、中地震（M7.5 200gal）においては、非液状化層H1を3m確保することにより液状化

の影響が地表面に及ばず（地下水位が深い場合）、液状化被害を抑制する目安になる。これらのこと

から、液状化被害の軽減策としては「液状化層厚H1を3m確保することによりめり込み沈下量を少な

くし建物傾斜を軽減する」ことが有効な軽減策と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 非液状化層厚H1と液状化層厚H2の関係 5)
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５－６．めり込み沈下量から建物傾斜角を推定する方法 

(出典：地盤工学会 関東支部：造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書 

－ 液状化から戸建て住宅を守るための手引書 －，平成25年3月) 

 

（１）めり込み沈下が戸建て住宅に与える影響の考え方と検討すべき事項 

建物基礎直下の地盤が地震時に液状化すると、それまで建

物荷重を支えていた硬い地盤が急に軟弱化するため、建物の

荷重の大きさに応じて建物が沈下する。これがめり込み沈下

を生じる原因であるが、図-1に示すように建物基礎直下の土

は液状化しなくて硬くても（非液状化層と呼ぶ）その下の土

が液状化（液状化層と呼ぶ）した場合、非液状化層厚H1と液

状化層厚H2のバランスによってめり込み沈下が生じるか否か

異なってくる。例えば、H1が薄くてH2が厚いとめり込み沈下

が生じ易い。 

めり込み沈下量にはH1、H2の値以外に建物の荷重や底面積

などいくつかの要因が影響する。 

めり込み沈下が均等に生じて建物が傾斜しない場合には、

ライフラインが被害を受けたり出入りが困難になったり、ま

た、布基礎の場合は床が盛り上がるような被害は生じるもの

の、家の中での生活には大きな支障をきたさないこともある。

ところが、めり込み沈下を生じる時には地盤が軟弱化してい

るので傾きながら沈下しやすい。特に、建物が隣接している

場合には2棟間の地盤に応力集中が生じて2棟が内向きに傾き

ながらめり込み沈下している。 

そこで、めり込み沈下が建物に与える影響を検討する場合

にはめり込み沈下量だけでなく、傾斜角（不同沈下量）も求

める必要がある。解析を行って推定する場合にはこの両者と

も同時に推定できる。これに対し、経験式から求める場合に

は同時には求める方法がまだ開発されていない。ただし、一般にめり込み沈下量が大きいほど傾斜角

も大きくなるので、平均めり込み沈下量を求め、それを基に傾斜角を求める方法を示す。 

 

（２）めり込み沈下量から傾斜角を推定する方法 

1964年新潟地震における新潟市、1991年フィリピン・ルソン島地震におけるダグパン市、1999年ト

ルコ・コジャエリ地震におけるアダパザル市では、液状化による中層建物の沈下量や傾斜角が詳細に

調べられている。これをもとに、平均めり込み沈下量と傾斜角の関係をプロットしたのが図-2である。

各地で関係が異なるが、平均的な関係としては以下のようになっている。 

θ(°)=0.05×Sav（cm）                          式(1) 

なお、三つの事例のうちでアダパザル市では特に傾斜角が大きくなっているが、アダパザル市では

図-1 液状化層厚 H1 とその上の

非液状化層厚H2
1)
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中層建物が密集して建てられているため、建物間の相互作用で傾斜角が大きかったのではないかと考

えられる。 

一方、東日本大震災の際の戸建て住宅の被害を調査し、平均めり込み沈下量と傾斜角の関係が図-3

のように求められている2)。ここで、平均めり込み沈下量とは周囲の地盤に対する家屋四隅のめり込

み沈下量の平均値である。各都市で住宅の密集度などが異なるためデータはかなりばらついているが、

全体に平均めり込み沈下量が大きくなると傾斜角も大きくなる傾向がある。 

また、住宅が密集して隣接住宅との間隔が狭い千葉市や習志野市の方が、密集していない潮来市や

神栖市に比べて、同じ平均めり込み沈下量でも傾斜角が大きい傾向がある。これは2棟間の影響で密

集している方が傾き易いことに起因していると思われる。そこで、図-3をもとにすると、平均めり込

み沈下量Sav(mm)から傾斜θ(1/1,000)が下記の式で大まかに推定できることになる。 

 

住宅密集地区：θ(1/1,000)=0.13×Sav(mm)              式（1） 

 

≪試算例≫ 

  Sav=75(mm) ⇒ 住宅密集地区：θ＝0.13×75≒10  θ=（10/1,000） 

 

また、地震動レベルに応じて許容傾斜角を変えると良いと考えられるが、これに該当するめり込み

沈下量を式（1）から推定すると、概ね表-1の最右欄のような値になると言えよう。 

ただし、これはいくつか仮定のもとで求めたものであり、実際に対策工の設計をこのような簡便な

方法で行う場合には、安全を見込んでこの値よりは少し小さい値の許容値を設定することも必要と考

えられる。 

 

地震動レベル 住宅に必要と考えられる性能 該当する平均めり込み沈下量 

レベル 1 地震動

または中地震 

「全層にわたって液状化させない」、も

しくは一部の深さが液状化しても有害

な沈下や傾斜（例えば半壊程度に至らな

い10/1,000以下）を生じないようにする。 

10cm程度。ただし、住宅が密集し

ている地区ではこれより少し小さ

い値を、散在している地区では少

し大きな値をとると良い。 

レベル 2 地震動

または大地震 

液状化が発生してもある程度の損傷は

許容し、大規模半壊程度に至らない（傾

斜角では 16.7/1,000 (1/60)程度以下）よう

になるようにする。 

15cm程度。ただし、住宅が密集し

ている地区ではこれより少し小さ

い値を、散在している地区では少

し大きな値をとると良い。 

表-1 許容傾斜角とめり込み沈下量の関係 3) 
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図-3 東日本大震災における戸建て住宅のめり込み沈下量と傾斜角の関係 4) 

(千葉市と習志野市の場合) 
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５－７ 弾性論の式を利用してめり込み沈下量を推定する方法 

(出典：地盤工学会 関東支部：造成宅地の耐震対策に関する研究委員会報告書 

－ 液状化から戸建て住宅を守るための手引書 －，平成25年3月) 

 

水平成層地盤上に荷重が載荷した場合の弾性沈下量は理論的に求まる。これを利用し静的解析

による残留変形解析と同様に液状化した地盤の弾性係数を低下させると、めり込み沈下量を求め

ることができる。 

ちなみに、建築基礎構造設計指針に示されている図-1のような多層の場合の計算式を利用し、

図-2に示す二層系を想定して、表-1のように液状化による弾性係数低下割合を1/100、1/500、 

1/1,000と仮定し下記の条件で計算してみると図-3のようになる。 

また、液状化による弾性定数（せん断剛性）の低下割合は土の性質（粒径や液状化強度）や液

状化の程度などによって異なる。繰返しねじりせん断試験によって繰返し載荷（液状化試験）後

に単調載荷した際のせん断剛性を求めると図-4のようになるが、このような試験結果から液状化

に伴うせん断剛性の低下割合を求めた例1)を図-5に示す。ここでは液状化した土の応力～ひずみ関

係を図-4に示したようにバイリニアで仮定し、この第1勾配のG1を液状化前のせん断剛性（N値か

ら求めたGNやγ=10
-3でのG0.i）で除した値と細粒分含有率FC、液状化の程度(FLで表示)との関係を

整理してある。 

このせん断剛性低下率は、細粒分含有率と液状化の程度で大きく異なり、数十分の1から千分の

1程度まで減少している。その後、図-5にさらに広範囲な条件の試験データを付け加えて、液状化

後のせん断剛性G1を液状化強度比RL、FL、有効拘束圧σC’と関係付けた2)のが図-6であり、FEMを

用いた静的解析(残留変形解析)プログラムALIDではこの図を用いて建物などの沈下量を推定して

いる3)。 

ちなみに、この図を用いて東日本大震災における浦安の液状化状況を想定してFL=0.8、RL=0.27

と仮定し、せん断剛性の低下割合を試算してみると約1/100となる。 

したがって、このような計算でもある程度めり込み沈下量が求まると言えよう。 

ただし、液状化後の間隙水の消散に伴う体積圧縮は別に計算する必要がある。 

また、根入れ深さ、部分的な地盤改良などを考慮して計算する場合にはこの方法では無理であ

り、有限要素法による解析を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

＜多層系地盤の場合＞ 

図-1に示すような多層系地盤については、次のようにして近似的に即時沈下量を求めることが

できる。 
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ここに、 

IS (Hk,γsk)：層厚Hk、ポアソン比γskの地盤における沈下係 

HK：地表面からk層下端までの距離(m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-2 建築基礎構造設計指針における沈下量の計算方法と液状化に

よる沈下量推定への利用方法 

図-1 多層地盤の場合 

図-1 多層地盤の場合 

図-1 多層地盤の場合 
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液状化によるせん断剛性の低下割合=G1/G0,i
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，
τ

図-4 液状化に伴う応力～ひずみ、せん断剛性の低下の概念図 2) 

 

表-1 計算条件の仮定 1) 

矩形面の長さ L 10 (m)

矩形面の幅 B 10 (m)

地盤の厚さ H1 1 (m) 表層地盤深度

H2 7 (m) 液状化地盤深度

地盤のヤング係数 E1 28000 (kN/m2) 非液状化地盤（N値=10回）

E2-常時 14000 (kN/m2) 液状化対象地盤-地震前（N値=5回）

E2-1/100 140 (kN/m2) 液状化対象地盤-地震後（E2=1/100）

E2-1/500 28 (kN/m2) 液状化対象地盤-地震後（E2=1/500）

E2-1/1000 14 (kN/m2) 液状化対象地盤-地震後（E2=1/1000）

地盤のポアソン比 ν1 0.35 表層地盤

ν2 0.35 液状化対象地盤

作用する荷重 q 10 (kN/m2) 建屋荷重

図-3 弾性論で計算した家屋のめり込み沈下量 1) 
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５－８ 尼崎市築地地区における自然流下方式による地下水位低下工法実施例 

（1995年兵庫県南部地震における液状化対策土地区画整理事業、水面で囲

まれた約 14haの土地） 

(出典：諏訪靖二・福田光治・濱田晃之・本郷隆夫・執行 晃：液状化対策のための地

下水位低下工法による実施例,日本材料学会,第 10 回地盤改良シンポジウム，pp.213-220，

2012. 

諏訪靖二：液状化対策のための地下水位低下法による実施例,総合土木研究所,基礎

工,Vol.40,No.10，pp.81-84，2012.） 

（１）はじめに 

1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震では、芦屋浜シーサイドタウン（瀬戸内海の海砂によ

る埋立地）、西宮市の沿岸低地、尼崎市の沿岸低地と築地地区で戸建て住宅が大きな被害を受け、

液状化被害が発生した。その中で尼崎市築地地区は、全1,100棟のうち、全壊10棟、半壊292棟の

大きな被害が生じた。住民からの、地震に強い町、再液状化することのない町にしたいという要

望に対して、道路の耐震化を目的に実施した地下水位低下工法で要望に応え、土地区画整理事業

を完了させることができた。  

 

（２）築地地区における液状化被害 

尼崎市築地地区は、兵庫県南部地震の震源断層からかなり遠方にあるが、武庫川を越えて尼崎

市にはいると全壊率は小さくなっているのに対し、1個所だけ全壊率が高くなっていた。図-1は、

写真-1、写真-2に示すような被災家屋の分布を示す。なお、当時は全壊、半壊、一部損傷の3種類

しか被災分類が行われていなかった。建物の傾斜や不同沈下の測定を行った結果、30cmを越える

沈下や10/1,000を越える傾斜建物が数多く見られた。 

築地地区でこのように大きな液状化が発生した理由として地下水位が高かったことが想定され

る。図-2はボーリングの孔内水位であるが、点線で囲まれた築地地区の地下水位はほとんどがG.L.

－0～－1.0mの深さにあるのに対し、水路を挟んで43号周辺から北寄りの地区では地下水位がG.L.

－2.0m以深と深く、これらの地区では液状化被害はほとんど見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真-1 初嶋大神宮の全壊状況         写真-2 建物の沈下状況  
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図-1 家屋の被害        図-2 築地地区周辺の地下水位（深度表示） 

 

（３）地盤の概要 

当地区は図-3 に示すように盛土層の下位に N 値 N=5～10 前後の緩い沖積砂質土層(As)が層厚

7m 前後で成層し、次の沖積粘性土層(Ac)へと続いている。この Ac 層は既存調査結果より、層厚

10m 程度はあると考えられる。尚、No.10 地点においては As 層の層厚が他地点より厚いことが想

定され、ボーリング調査においても下位の Ac 層が確認されていなかった。したがって、東堀運

河の矢板は Ac 層に達しておらず、遮水がなされていなかったことも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 築地地区の東西地盤断面 
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（４）沖積砂層の地下水の状況 

地下水位低下工法の適用性を検討するために、図-4に示すように、揚水井戸が2本、観測井が14

本設置された。2本の揚水井戸A、Bを使用し、各々単独に揚水した場合、2本同時に揚水した場合

など3ケースの揚水試験を実施し、地下水定数（地下水位の変動、透水係数、貯留係数）や揚水に

よる水位低下量予測、ならびに周辺河川運河からの漏水についても検討された。その結果、地区

内の常時の地下水位は、南の東堀運河側が高く、北の庄下川側が低く、東堀運河からの漏水が想

定されることが確認された。庄下川の河川水位の影響はほとんど受けていないことも確認された。

東堀運河からの漏水の影響で、地区南側の地下水は塩水化されていることも判明した。 

揚水試験時の地下水位の変動を図-5、図-6に示す。東堀運河の水位は潮位に連動してO.P.+0.4

～1.2mの範囲で変動しているが、尼崎閘門の働きで満潮時がカットされた動きをしている。庄下

川の水位はO.P.-1.2～-1.0mの範囲に制御されているが、降雨があれば急激に上昇し、排水ポンプ

が全稼働すると元の水位に戻るという動きをしている。東堀運河や庄下川の変動に地下水が直ち

に大きく反応していないことから、東堀運河からの漏水も大きなものではないと判断できる。 

試験の結果判明した地下水定数は次のとおりであった。 

透水係数＝1.45×10-
2～3.37×10-

2
cm/sec、平均2.27×10-

2
cm/sec 

貯留係数＝0.22～0.37（東堀運河に近い揚水試験値が大きい） 

塩分濃度＝0.03～2.09%、平均値＝0.76%（庄下川＝0.03%、東堀運河＝2.31%） 

揚水試験後の塩分濃度は若干低下した。 

また、沖積粘土の圧密特性を調査するために、沖積粘土の連続サンプリングと詳細な土質試験

を実施した。圧密沈下量についての検討結果では嵩上げ盛土（1.5m）と地下水位低下（最大1.5m）

により、20cmを越える圧密沈下の発生が予測された。ただし、過去の地盤沈下で沖積粘土層の上

下は圧密が進行し過圧密状態にあることなどから、盛土や地下水位低下による圧密の進行はゆっ

くりと現れるので直接基礎の多い当地区では大きな問題にならないと判断された。 
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図-4 揚水井戸と水位観測井位置図 

 

図-5 地区の北半分の揚水試験時の地下水位の変動（観測井No.1～6、13、14） 
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図-6 地区の南半分の揚水試験時の地下水位の変動（観測井No.7～12） 
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（５）地下水位低下工法の概要 

地下水位低下工法にはいくつかの方法が考えられたが、街路の耐震化が主目的であること、液

状化対象地盤が有する透水性に適した工法であること、旧地盤面からでは透水管設置のための掘

削深度が浅くてすむことなどから街路下に沿って透水管を埋設し、地下水を何カ所に集めて排水

することが経済的であり、施工も容易であることで実施された。 

尼崎市は瀬戸内海気候であるために年間降水量が1,300mm弱である。この降雨のうち地中に浸

透するのは、尼崎市の下水道への流入実績から求めると20％程度と見込まれた。この場合、地区

での年間の揚水量は13.7ha×0.2×1.3m＝35、620m
3
/年となり、これは1日にすれば97.6m

3/日、1時間

にすれば4.1m
3
/hとなり、特別に大きな値ではないことから、小型のポンプ施設で足りるものと判

断された。 

これ以外には運河や河川からの漏水と陸続きの東西の地区外からの流入であるが、これも大き

なものではないと揚水試験結果から判断し、透水管の敷設で十分な水位低下が得られると判断し

た。設計上は時間雨量10mm/hに対応することで、透水管の管径200mm、場外へ排水する末端近く

で北部が300mm、南部が350mmとした。設計時の透水管の設置位置は外周には設置しなかった。

内部の街路も地下水位低下に必要な経路だけに限定し、図-7のような配置としていたが、実際の

施工に当たっては、安全性を高める観点から、ほとんどの街路に設置することとされた。 

場外へ排水するピットは庄下川に排水する北西部と東堀運河に排水する南東部の2個所とした。

地下水位が高く、東堀運河からの漏水が懸念される南東部の負担面積は24,100m
2（地区面積の

17.6%）、残りの面積112,900m
2（地区面積の82.4%）を北西部の排水ピットへ集水することにした。

透水管の設置断面と工事断面を図-8に示す。掘削幅は950mm、掘削深度は地表面標高と埋設標高

で決まり、概略の掘削深度は2,000～3,500mmである。透水管は高密度ポリエチレン管を使用し、

その廻りにはフィルターとして単粒度砕石4号（20～30mm）を厚さ635mmほど入れ、その砕石全

体を不織布で巻き込み、フィルターへの砂の流入を防いでいる。 

築地地区での耐震化は、盛土による地盤の嵩上げが行われたために、地下水位低下量が少なく

てすみ、透水管敷設工事費も安価であった。さらに、工事開始後透水管が一部埋設されてきたの

で1998年頃、この透水管を使った揚水試験も実施している。ポンプを稼働させると、透水管埋設

範囲内では容易に水位を低下できることが確認された。 
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図-7 透水管の配置（当初設計） 

 

図-8 透水管設置断面ならびに工事概要図 

(a)布設断面図 (b)仮設工 
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５－９ 山本団地地区における自然流下方式による地下水位低下工法実施例 

（2007年新潟県中越沖地震における液状化対策） 

（出典 地盤工学会：新潟県中越地震災害調査委員会報告書、pp3-7-1～3-7-12、2009.） 

（１）地震の概況 

2007年７月16日10時13分頃、新潟県上中越沖（新潟の南 西、約60km）の深さ約17kmで、マグ

ニチュード6.8の地震が発生した。柏崎市、刈羽村、長岡市で震度6強、出雲 崎町、上越市、小

千谷市で震度6弱を記録した。同日15時37分頃、マグニチュード5.8の最大余震が発生し、最大震

度は6弱であった。 

以下に、図-1本震における震度分布と図-2余震の発生状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 本震における震度分布（気象庁 HP 資料）        図-2 余震の発生状況 

 

（２）新潟県中越沖地震の被災状況 

新潟県中越沖地震により、柏崎市内の死者は14名に上り、建物被害は、柏崎市の住居31,839棟

のうち28,426棟と、約9割の住宅が何らかの被害を被った。ライフラインにおいては、ガス管内へ

地下水と土砂が入り込んだため、ガスの復旧に最も時間を要し、一日最大2,500人の支援があった

にもかかわらず、全面供給したのが、1ヶ月を大幅に過ぎた8月26日だった。交通機関では、信越

本線が青海川駅西側の大規模な土砂崩れにより、59日間に渡り全面運休となった。 

また、原子力発電所立地地域を襲った大規模な地震であったことが特徴で、世界最初の事例と

なった。避難勧告と非難指示は合わせて16箇所、152世帯、421人を対象に発令した。避難所は、

震災の翌日には82箇所になり、11,410人が余震への不安、ライフラインの断絶等で避難した。応

急仮設住宅は、被災地域の小中学校のグランドを除く、公共施設を対象に39箇所に建設した。復

興公営住宅は、高齢者の入居を考慮し、市街地の利便性の高い、柏崎駅前に140戸、中心部に30

戸、西山町の旧西山町役場前に30戸の合計200戸を平成21年8月までに建設し、順次入居を開始し

た。 
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（３）山本団地の概況 

山本団地は、図-3に示すようにJR柏崎駅より北東約4.5kmに位置し、地区西側に鯖石川が流れて

いる。昭和46年に水田を埋め立てて造成された図-4に示すように標高7m程度の造成団地で、裏側

に標高約70mの小高い砂丘を抱え、この砂丘上の縁辺部の一部を階段状に造成されていた。柏崎

市では、都市計画法に基づく開発行為の許可申請の適用は、昭和50年からなので、それ以前に造

成された宅地であった。地盤は、砂地盤で地下水位が高かった。 

 

（４）山本団地の被災状況 

１）被災概況 

地震動により、図-5に示すように標高70m程度の小高い砂山が地すべりを起し、団地の上部に

迫り、被災を受けた。団地北側の地区は、地滑り対策のため、新潟県が「災害関連緊急急傾斜地

崩壊対策事業」を導入し、復旧を行った。この区域が、特に液状化現象により、大きく被災を受

けた区域となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 柏崎市街地の地質分布図         図-4 山本団地の周辺概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田んぼを埋立造成 

砂丘地のすその 

 

柏崎市役所 
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２）団地内の被災状況 

写真-1では、裏山の砂山が住宅地へ地すべりをおこしたものである。写真-2は、すぐそばの柏

崎市道が液状化により被災したもので、写真の左側が2級河川鯖石川である。このあたりで、約3m

沈下し、奥に見えるごみ焼却場の約60mの煙突が、地上から20mで地震動により座屈した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真-1 砂山の宅地へ地すべり       写真-2 液状化による柏崎市道の地すべり 

 

３）団地内の液状化状況 

写真-3は、液状化により宅地が変動し、基礎が浮き上がり、建物が破損したものである。写真

-4は、地震動及び液状化により舗装版が大きく変動し、舗装版が破損した。 

 

 

 

 

 

 

 

地すべりの発生 

 

市道の沈下 

 

煙突の座屈 

図-5 山本団地の被災概況 
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    写真-3 液状化による宅地被害       写真-4 液状化による舗装版の破損 

 

（５）山本団地の被災要因と復旧方法 

山本団地は、被災建築物応急危険度判定の結果、団地戸数129戸中49戸が危険度判定要注意以上

となった。被災を受けた要因としては、地下水位が高い砂地盤の宅地であり、その地盤の砂の粒

子が均一であることから、元から液状化が発生しやすい状況であったところに、地震動によって

液状化現象が起こったといえる。復旧の方法として「大規模盛土造成地滑動崩落防止事業」を導

入するにあたり、宅地耐震化のスキームである「造成宅地防災区域」の新潟県指定が平成19年12

月21日公示された。 

対策工法は、砂地盤の液状化対策として、深さ2～3mに暗渠管を布設し、地下水位を低下させ、

地震発生時に生ずる間隙水圧の低減を図ることとされた。 

 

（６）自然流下方式による液状化

対策 

１）工事概要 

大規模盛土造成地滑動崩落防

止事業の工事概要は、以下の通り

である。図-6は、暗渠管の断面図

で、地下2～3.5mの深さに、直径

20cmから30cmの暗渠排水管を布

設し、管の廻りには吸出し防止シ

ートを巻き、その上には、フィル

ター材としてクラッシャーラン

を埋め戻す。 

 

 

 

 

 

基礎の浮き上がり 

建物が破損 

 

図-6 暗渠管断面図 

 

舗装版の破損 
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〇暗渠排水管：φ200～300mm  L=約1.3km 

〇全体事業費：約16,0000千円 

       地元負担1/4 4,0000千円 

〇工事  期間：H19年度～H20年度            

○事業  主体：柏崎市 

図-7は、暗渠排水管を配置する平面図である。            

青線が平成19年度発注工事区間、赤線が平成20年度発注工事区間となる。基本的に市道に埋設

するが、この地域は湧水量が多いため、宅地内にも配管する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図-7 暗渠排水管平面図 

 

図-8は、山本団地の横断面図及び暗渠排水管の位置である。A地区は、裏山の砂山が地すべり

を起こしたため、地すべり対策を講じた。B地区は山本団地の造成地で、3段のひな壇状となって

おり、この2段目、3段目の造成地が液状化現象を起こしたため、市道内に暗渠排水管を埋設し、

地下水位の低下を図ることとされた。また、2段目と3段目の間にも、1.5ｍほどの段差があるため、

ここにも暗渠排水管が埋設され、さらに、市道と直角方向に宅地内にも暗渠排水管が配管された。 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１９年度発注(繰越) 

Ｈ２０年度発注 

二級河川鯖石川 
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図-8 山本団地の横断面及び暗渠排水管位置 

２）工事状況 

写真-5は、団地の2段目と3段面の中間の暗渠管布設位置で、段差は1.5mくらいあった。写真-6

は、暗渠排水管の布設状況で、土被り2～3mに暗渠管が布設された。地下水位が高いので、ウエ

ルポントが布設され、地下水の低下を図りながら工事が進められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 暗渠管布設位置        写真-6 暗渠排水管の布設状況 

 

３）工事見学会 

写真-7、写真-8の写真は、平成20年7月末に実施した地元住民への工事見学会の状況である。柏

崎市が事業主体となっており、地域住民に現地の水の出具合や、工事の難しさ等を確認してもら

うため、実施された。このような見学会等を通じて工事に対する住民理解が促進され、大量の地

下水を一刻も早く排除する工事を進める要望や、工事関係者への現場の苦労に対しねぎらいの言

葉があった。 

 

1.5m 
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写真-7 工事見学会の状況          写真-8 工事見学会の状況 

 

 

（７）住民との合意形成 

滑動崩落防止工事等の事業主体は、造成後の団地における地域住民では困難であり、一日も早

い復旧に向け、地方公共団体の支援が必要であった。そして、当時の事業メニューにおいて、私

有財産である土地の復旧についての公的支援として、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業が検討

された。 

今後予測される地震に備えた未然防止工事には、住民負担が伴うため、合意を得るのは困難で

あったが、復旧に向けた住民の思いとしては、団地造成後30数年を経過し、「この地での再建」、

「今まで築いてきたコミュニティを守りたい」、「個人個人でなく、地域全体で地盤を復旧した

い」という強い思いがあり、地域が復旧に向けたまとまりを有していた。 

行政としては、地域全体で地盤変動していることから、その原因の追跡のため、地域全体の地

質調査を実施し、また、住宅も被災しているため、地元住民の負担軽減を国や県に要望しつつ、

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の被災宅地への適用を推進した。 

その結果、復興基金の受け皿や、その後の管理を担う、「山本団地宅地管理組合」を地元主導

で設立し、市も参加することで、住民との合意形成を図った。この管理組合の役員と協議を重ね、

地元負担分の分担金の考え方を整理し、地元負担額を4,000万円としつつ、市が賦課徴収権者とな

り、また、市で工事発注を行うこと等により、同事業をまとめることができた。 
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５－１０ 効果検証確認を目的とする「自動計測システム」について 

 

（１）自動計測システムの考え方 

液状化対策後の観測は継続して行うことが望ましく、季節変動を考慮して地区全体の工事終了か

ら最低 1年間は行うこととしている。このため、将来的には地下水位や地盤の情報を以下に示すよ

うな自動モニタリングシステムを構築することにより、データの信頼性向上、防災精度向上を目指

す検討を行う。 

①特定小電力無線＋携帯電話通信方式による自動モニタリングシステム（図-1） 

②個別携帯電話通信方式による自動モニタリングシステム（図-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 地下水位計測            (b) 地盤沈下計測   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 (c) 自動計測システム 

図-1 特定小電力無線＋携帯電話通信方式による自動モニタリングシステム 
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 (a) 地下水位計測            (b) 地盤沈下計測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(c) 自動計測システム 

図-2 個別携帯電話通信方式による自動モニタリングシステム 
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（２）手動から自動化にするメリット・デメリット 

手動から自動化にするメリット・デメリットを表-1に示す。 

 

 表-1 自動化にするメリット・デメリット 

メリット デメリット 

・データの即時性が確保される 

・データに異常が出たときにすぐに対応できる 

・データの共有化が容易に図れる(WEB閲覧) 

・機器設置など初期投資コストがかかる 

 

（３）コスト面での比較 

コスト面での比較は、沈下計や水位計の箇所数から一日 1回送信 or回収(土日除く)、年間継続を

考慮して設置費及びランニングコストを表-2のように比較する。 

 

 表-2 手動・自動のコスト面での比較 

手動 自動 

・データ回収・整理  

・車両  

・その他原価  

・一般管理費  

 

 

 

 

計  

・計測機器費  

・施工費   

・定期点検費  

・通信初期費  

・通信維持費  

・バッテリ材料費  

・その他原価  

・一般管理費 - 

計  

 

（４）通信に関する資料 

即時性が求められているため、沈下計箇所は必須、沈下発生の誘因確認のため対応する水位観測

孔も自動化する必要がある。 

 

（５）自動化の妥当な設置数 

自動化の妥当な設置数は、全箇所必要なのか、どの程度の間隔なのかについて各地区の地盤や環

境条件が異なるために、液状化検討委員会で検討する必要がある。沈下計箇所＋近傍の水位計を自

動化するのが妥当と考える。ただし、観測孔の水位が現在において低い個所でも、季節変動等で高

くなる可能性もあるために観測は必要と考える。 

 

（６）将来の管理方法 

通信費、解析費等については、誰が管理していくのか、変状が起きた場合の因果関係検討、対応

方法の検討等が必要となるため、コンサル等に委託することが望ましいと考える。 
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５-１１ 地下水位低下の実証実験①（千葉県千葉市美浜区磯辺地区） 

（出典：千葉市液状化対策推進委員会資料） 

１．実証実験 

（１）試験概要 

実証実験の目的は、地下水を低下させた時の、粘土の圧密沈下等による地盤沈下量の測定や、実測

値と解析値の検証を行い、地下水位低下工法の実施に向けてのデータの取得である。 

実証実験で実施した計測工とその目的は表-1の通り。また、実証実験の平面配置を図-1に示す。 

 

開始～1ヶ月 1～3ヶ月 3～6ヶ月

地下水位計
暗渠による地下水位低下と
Fsc層の水位変化の関係把握

7 毎日 1週間に1回 2週間に1回 自動収録、1時間毎

間隙水圧計
暗渠による地下水位低下と
Fc2、Acs、As1、As2各層の
水圧変化の関係把握

8 毎日 1週間に1回 2週間に1回 自動収録、1時間毎

層別沈下計
暗渠による地下水位低下と
Fsc、Fc2、Acs、As1、As2各層の
沈下量の関係把握

2 毎日 1週間に1回 2週間に1回 手動観測

変位杭
暗渠による地下水位低下と
地表面沈下量の関係把握

33 毎日 1週間に1回 2週間に1回 手動観測

排水量 暗渠からの排水量の把握 2 毎日 1週間に2回 2週間に2回 自動収録、1分毎
雨量計 現地の降雨量を把握 1 － － － 自動収録、1時間毎

計測工 目的 台数
計測間隔

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 平面図 

表-1 実証試験の計測機器 
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（２）地下水位計 

12/14の時点では、矢板外側の水位は深度1.3m～1.7m、矢板内側は中央で深度2.85m、ドレーン脇で

は3.0m程度である。地下水位低下工法で必要とされる水位深度は3.0mであるため、あと0.2m程度の水

位低下が必要である(表-2)。 

表-2 水位観測結果(2013/12/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図-2 地下水位計配置図 

（３）間隙水圧計 

計測開始は、2013年10月10日で、実験開始の10月15日からFc2(U3、U7)の水頭が低下していること

が確認された。これは、Fc2は粘性土であるが砂分を含み、この砂粘性土中に薄層状に分布すること

で上位層のFscと水理的につながりを持ったことから、上位のFscの水頭の影響を受けていることが想

定される。As1、Acsには極端な違いはみられず、最下位層のAs2の水頭が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）層別沈下計 

10/15から地下水低下を開始し、12/14まで沈下は継続していると判断される。 

12/14時点での沈下量は、C1で地表面沈下が1.2cm、C2で0.9cmである。その沈下は、FscとFc2で生

じている。 

表-4 層別沈下計の計測結果 

計

測

点 

12/14 時点での沈下量(cm) 

地表面 

(cm) 

Fsc 

(cm) 

Fc2 

(cm) 

C1 1.20 0.84 0.35 

C2 0.86 0.66 0.20 

 

 

孔名
水位深度
(GL-m)

水位標高
(m)

W1 1.54 1.98

W2 3.09 0.43
W3 2.85 0.67
W4 3.06 0.57
W5 1.32 2.09
W6 1.59 2.00
W7 1.68 1.98

東京側 千葉側

Fc2 1.77 2.67

As1 1.67 1.73
Acs 1.65 2.05
As2 1.23 1.50

水頭(GL-m)
地層

表-3 各層の水頭(12/14) 

 

図-3 層別沈下計配置図 



103 

 

（５）地表面沈下計 

模擬建屋の沈下は、実験開始(10/15)から10/24までは1cm以下ではあるが沈下傾向が見られ、偏載の

影響は0.1/1,000～0.2/1,000程度であるが認められる。また、隣接した住宅方向へ傾きが出る傾向が認

められる(表-5)。 

表-5 模擬建屋の傾き(12/16) 

傾きの方向 傾き 備考 

No.24→No.27 0.4/1,000 東京側から千葉側(隣接宅地方向) 

No.25→No.26 0.2/1,000 東京側から千葉側(隣接宅地方向) 

No.24→No.25 0.2/1,000 山側から海側(偏載方向) 

No.27→No.26 0.1/1,000 山側から海側(偏載方向) 

No.31→No.28 0.7/1,000 千葉側から東京側(隣接宅地方向) 

No.31→No.30 0.2/1,000  

No.29→No.28 0.4/1,000  

 

 

（６）排水量 

平成25年9月7日(止水矢板打設終了日)～平成25年12月14日までの累積雨量：733mm 

上記期間に試験区域(A=43.2m☓22m)に降った総雨量：696.6m
3
 

平成25年10月15日～平成25年12月14日までの排水量：167.2(No.1)+138.4(No.2)＝305.6m
3 

このように、試験区域内に降った総雨量の約4割(305.6/696.6＝0.44)が暗渠により排水したものと算

出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 No.1立坑(東京側)からの排水量 
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２．解析結果 

（１）沈下計算による検証 

地下水の低下に伴う地盤の沈下量について、圧密沈下計算により実測値と計算値の比較を行った。 

実測値は、層別沈下計のある2地点とし、層別沈下計埋設時に採取した土質試料から圧密計算に用

いる定数求めた。 

計算条件は以下の通り。 

地下水位：10/15から 60日で深度 1.0m(TP3.5m)から深度 3.0m(TP0.5m)までに低下 

地盤定数：表-6 

建物荷重：1F・2Fの偏載は 7.5kN/m
2。2F建ては 10kN/m

2 

 

表-6 単位体積重量 

地層 
単位体積重量 

(kN/m
3
) 

Fsc 17.0 

Fc2 17.0 

As1 18.5 

Acs 18.0 

As2 18.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 e-logP 曲線 
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計算結果と実測値を比較したものを表-7に示す。 

Fsc では、計算値に対し C1で 7割、C2で 4割程度の沈下量を示す。 

Fc2 では、計算値に対し C1、C2ともに 2割程度の沈下量を示す。 

Acsの沈下量は計測では確認されていない。 

ただし、計算による全層の最終沈下量に対し、12/14の時点は9割程度以上の沈下量に相当する。圧

密度が100％となるのは、C1で半年、C2で3ヶ月程度である。 

このように、実測した沈下量の大半はFscのものである。Fc2とAcsの粘性土の沈下量は計算値に対

し、実測値が小さい。 

表-7 沈下量の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連成解析による検証 

地下水の低下に伴う地盤の沈下量について、連成解析による実測値と計算値の比較を行った。 

解析手法は、飽和域の圧密解析から不飽和域までを含めた応力～ 変形と浸透との連成(Coupling)

解析である。 

地盤の鉛直2次元断面モデルにおいて飽和～不飽和領域での応力～変形と浸透流との一般的な連成

問題を取り扱う有限要素法プログラムで、地盤沈下や圧密などの、水位低下による変形問題、盛土や

構造物築造下地盤の過剰間隙水圧発生に伴う不安定化の問題、更に掘削工事に伴う地盤の短期、長期

安定問題など、広範な地盤工学の諸問題に適用が可能である。 

解析モデルは以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 解析モデル 

(2D)  27 Nov 2013 
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X
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(2D)  27 Nov 2013 

Fc2

Asc

地表面標高　3.40ｍ

Fc2層　底面標高　-5.2ｍ～-4.8ｍ

As1層　底面標高　-7.6～-8.2ｍ

Acs 層　底面標高　-8.8～-9.2ｍ

200m
125ｍ

23.4m
As1

初期地下水位ー標高 2.5m

Ｆｓｃ層　底面標高　-1.40～-2.0ｍ Ｆｓｃ層
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As2

実測値 計算値
Fsc 0.84 1.24 1.26
Fc2 0.35 1.97 2.18
Acs 0.02 0.00 0.00
全層 1.20 3.21 3.44
Fsc 0.66 1.48 1.49
Fc2 0.20 0.99 0.99
Acs 0.00 0.00 0.00
全層 0.86 2.47 2.48

C2

沈下量(cm)
12/14

最終
計測点 地層

C1
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解析結果は以下の通りで、排水開始後水位は急激に低下し、2日程度でほぼ一定となる。沈下量は

60日で試験区域中央部においてその沈下量は1.2cmで、10年経過後もほとんど変化はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地下水位低下工法の可否 

実証実験による沈下量の実測値は、圧密解析よりも連成解析によることが、その値を再現できてい

ると判断される。連成解析による試験区域の中央部の沈下量の予測値は1.2cmで実測値とほぼ等しい。

家屋の傾斜で問題となる目安の3/1,000以内におさまると考えられるため、地下水位低下工法は採用可

能と判断される。 
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図-7 地表面の鉛直変位分布(10年、単位:m) 

図-8 層別沈下量 C1(東京側) 
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５－１２ 地下水位低下の実証実験②（茨城県神栖市鰐川地区） 

（出典 橋本隆雄：神栖市地下水位低下液状化対策工法の実験について，GeoKanto，地

盤工学会関東支部，OS-6，2013.） 

１．実証実験 

（１）試験概要 

地下水位低下工法の試験施工は、実際の街区に近い地盤条件を持つ試験用地において実際の施工形

状を想定したドレーンを施工することにより、線状構造物による水位低下の効果を検証するものであ

る。 

（２）試験施工の目的 

・ドレーンによる水位低下効果の検証、地下水位低下時の地盤沈下影響の検証 

・設計諸元（ドレーン管，ドレーン管径，砕石寸法，吸出し防止材範囲）の妥当性の確認 

（３）計測内容 

・自記水位計 13 基、層別沈下計 2 基(1 基 3 点)、地表面沈下 20 点、模擬建屋基礎沈下 10 点 

（４）施工概要 

平面を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 平面配置図 

図-2 ドレーン縦断図 
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（５）水位観測 

本試験施工時の地下水位を計測した。水位観測孔は、模擬家屋間の中央部に1孔、模擬建屋の周囲

に各3孔、ドレーン端部で横断方向に各3孔の計13孔設置した。観測結果は以下のとおり。 

観測開始から排水ポンプの停止・始動、ウェルポイントの停止、矢板の引き抜きなどが観測水位に

影響を与えていた。 

2/1以降の観測値は施工等による影響がないものを示し、低下傾向を示していたが、4/2以降は降雨

に伴った水位上昇が認められた。 

暗渠に対し、横断方向中央の水位は、排水ポンプ停止直前の8月8日では中央の鰐川No.1で最も高く

深度2.67m(図-3)で、かまぼこ型の水位分布を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）層別沈下計 

本試験施工実施時の、地下水位の低下に伴う周辺地盤の沈下状況を把握する目的で層別沈下計を設

置・観測した。 

層別沈下計の設置位置は図-4のとおりで、12/27 より計測を開始した。 

層別沈下計の計測結果は以下のとおりで、No.1では地表面の沈下は-1mm、No.2は-4mm(沈下量は符

号－が沈下)である。No.2では、1月7日から断続的に沈下が生じていたが、これは、計測点近傍をダ

ンプ等の重機の走行に伴うものと判断され、1月23日以降はNo.1、No.2ともに沈下の発生は認められ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 層別沈下計設置断面図 
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図-3 ドレーン横断方向の水位と水位観測孔配置図 
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図-5 層別沈下計観測結果(No.1) 

 

（７）地表面沈下 

本試験施工時の地表面沈下を計測した。計測は、地盤に打ち込んだ木杭の高さを自動レベルによ

り測定した。測定は、2012/11/19 に開始した。 

各測線で、ドレーン近傍では矢板を抜いたため地表面が沈下した現象が計測値にあらわれている。

ただし、全体的に沈下量の累積傾向は認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 地表面沈下計観測結果と配置図 

 

 

本試験施工時の模擬家屋基礎の沈下を計測した。 計測は、模擬家屋基礎の高さを自動レベルによ

り測定した。測定は、2013/1/23に開始した。 

模擬家屋の基礎はベタ基礎と布基礎の2種類を設置したが、基礎の種類による沈下の違いは確認さ

れず、沈下量の累積傾向は認められない。 

 

 

矢板撤去の影響 
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図-7 模擬建屋沈下観測点配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 模擬建屋沈下観測結果 
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２．沈下の予測 

地下水位低下工法を採用した場合に想定される地盤の沈下量を検討した。検討の流れは以下の通

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）揚水試験の結果 

平衡式（タイスの方法、ヤコブの方法、回復式）では、本井戸（観測井戸でもある）では解析可能

な地下水低下現象が確認できたが、観測井戸では解析可能な水位低下現象が認められず、非平衡式の

解析は本井戸のみ行った。 

観測井戸の水位低下現象は、本井戸揚水開始から3～25分程度遅れて反応が認められ、渇水期と同

様な「排水遅れ現象」が表れている。 

平衡式（ティームの方法）では、観測井戸の水位低下データで解析するものであり、透水係数及び

影響半径が算出される。平衡式での透水係数は「2.0×10
-5（観測井戸群）m/s」であり、非平衡式（本

井戸）で求めた透水係数よりやや大きめな数値が得られており、観測井戸の排水遅れ現象はみられる

が、24時間後の定常状態は良い反応を示していると判断される。 

〇不圧条件について 

非平衡式で求められた産出率（Sy）は最大1.19E-1程度であり、ほぼ有効間隙率に等しい数値が得

られている。よって、本区域では地盤構成から地下水の水理地質構造から不圧条件と考えられ、求め

られた産出率は妥当な値と判断する。渇水期及び通常期にかかわらず対象地盤（盛土・埋土）の有効

間隙率は最大12～15％程度と見込まれる。 

〇影響半径について 

本区域は、観測網を北ライン・東ライン・南ライン・西ラインに設置しており、平衡式で産出した

影響半径（R）は123～348ｍと渇水期の6倍から10倍と拡大して確認された。 

影響半径の距離に関しては、南ラインが短く、北及び西方面が長い傾向にある。 

図-9 検討の流れ 
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○タイスの方法：「k＝1.55×10
-5 (m/sec)」  ○ヤコブの方法：「k＝1.61×10-5 (m/sec)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○回復法：「ｋ＝9.78×10-6 (m/sec)」    ○観測井戸：「ｋ＝2.03×10-5 (m/sec)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 揚水試験結果(連続揚水試験) 
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（２）浸透流解析 

解析結果を以下に示す。結果として、Asc層の透水性が低くなると、Bs層の水位低下量も大きくな

ることが判明した。これは、Asc層の透水性が低いと、底部Ds層から中部Asc層を通じてBs層への地

下水供給量が減少したためと考えられる。 

○CASE1                 ○CASE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○CASE3                 ○CASE4 

 

図-11 解析結果（浸透流解析） 

 

表-1 解析結果(浸透流解析) 

ケース No 時間 
Asc 層の透水

係数(m/sec) 

中央部の水位

低下量(m) 

地表面からの深度

(GL-m) 
備考 

CASE1 365 日 
5.00E-08 

1.90 2.40  

CASE2 無限 2.90 3.40  

CASE3 365 日 
2.00E-07 

1.50 2.00 CASE1 に対応 

CASE4 無限 2.35 2.85 CASE2 に対応 
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（３）沈下解析 

本実証試験区で実施したボーリングはBr1-10で、圧密沈下量は地下水位を2.5m、3m下げた場合で約

1cmと推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇圧密沈下(Br1-10) 

電算解析による沈下時間は、概ね地下水位の低下時間（90日でGL-2.5m低下すると仮定）にほぼ等

しく、沈下量は約1cmと算定された。したがって、地下水位を低下とほぼ同時に、地盤沈下が発生し、

湾岸部で懸念されるような長期に渡る沈下が発生する状況ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 解析結果（圧密沈下） 

図-12 解析モデル（浸透流解析） 
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５－１３ 川崎市の臨海埋立てにおける汲み上げ井戸方式による地下水位低下工 

法実施例(石油タンク群のディープウェルを用いた液状化対策) 

（出典 地盤工学会：液状化対策工法，第3章，pp.350～353，2004.） 

 

(１)概要 

川崎市の臨海埋立て地地盤に立地している石油タンク群の液状化対策として、1985年に重力式

排水工法であるディープウェルを使った地下水位低下工事が実施され、現在も揚水運転が継続さ

れている。 

○場所：神奈川県川崎市川崎区浮島町 

○工期：1984.12－1986.4  

東北地方太平洋沖地震の液状化による被害はなかった。 

 

(２)地盤の概要 

当地域は、図-1、図-2に示すように1960年前後に多摩川河口のデルタ地帯を周辺の海底土砂を

浚渫・埋立てして造成された土地である。地表から5～10mの埋立て層、5～10mの旧海底砂層、そ

の下に約30mの厚さの沖積粘土層が分布している。タンク建設に際しては、埋立て土中のシルト

層および粘性土層の圧密沈下対策と支持力確保を目的としてプレローディング工法による地盤改

良が行われたが、液状化対策としての改良は行われていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 位置図 

（出典：「液状化対策の調査・設計から施工まで」） 

（社）地盤工学会 

 

図-2 地盤の特徴（出典：基礎工 1998年12月号） 
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（３）工法の選定 

工法選定は、①対策効果が確実で、②全体コストが小さく、③タンク群の運転に支障がなく、

④現場施工・揚水運転中に周辺構造物への影響の小さいこと等が条件とされた。個々のタンクご

とに鋼矢板による変形抑制工法、グラベルドレーンに代表される間隙水圧消散工法など、既存タ

ンクに適用可能な工法を比較した結果、同時に多数のタンクを対象に経済的に対策できる方法と

して、止水壁で周囲を囲んで内側にディープウェルを設置して揚水する方法が採用された。 

 

（４）工法概要1) 

図-3に地下水位低下工法の概念図を示し、図-4には止水壁と揚水井戸の全体配置を示す。地下

水位低下時に周辺からの地下水浸透を防止するとともに、隣接地域の地下水位低下による地盤沈

下を抑制することを目的に、難透水性(設計透水係数1×10-7cm/s)の止水壁で外周(約2400m)が囲ま

れた。止水壁はGL-12～17ｍ付近から厚く分布する粘性土層に根入れした。止水壁はその連続性確

保と地盤変形に対する可撓（とう）性確保の観点から、長大バックホウで連続掘削した溝に、掘

削土とベントナイトを混合したスラリー泥土で埋め戻す工法を基本にした。地中・地上に障害物

がある箇所では多軸オーガー機でセメントと現地土を撹拌（かくはん）・混合して地中壁を造成

する原位置混合柱列杭壁などを併用した。 

止水壁で囲まれた範囲(約26万m2)内に揚水井戸として図-4のようにディープウェルを17本設置

し、現状地下水位(GL-1m)を3m低下させることとした。井戸は削孔径1mの中に直径0.6mのケーシ

ングパイプを挿入し、現場揚水試験や土質調査ならびにその結果を使った浸透流解析に基づいて、

井戸本数を設定した。しかし、揚水運転開始後に地域ごとに水位低下量にばらつきが見られ、揚

水井戸ごとの集水能力も当初設計どおりの水位低下が得られなかったため、逆解析を実施して9

本の追加井戸が設置されている。 

 

図-3 地下水位低下工法の概念（出典：大成建設株式会社パンフレット） 
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図-4 止水壁と揚水井戸の全体配置 

（出典：「液状化対策の調査・設計から施工まで」（社）地盤工学会） 
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（５）ディープウェル工法 

ディープウェル工法は、図-5に示すように対象砂質土層中に0.5～1.2mの径で削孔し、直径0.3

～0.8mのストレーナー管を挿入して、その周囲をフィルター材で充填して井戸をつくり、その中

に排水ポンプを設置・揚水することにより地下水位を低下させる工法である。 

その特徴としては、以下の４つがある。 

①井戸を深くしポンプの揚程を大きくすることにより、かなりの深さまで揚水することができる 

②広範囲の地下水を少ない図-5ディープウェルの構造本数で低下させることができる 

③砂・砂礫地盤といった透水性地盤では大きな揚水量で広い範囲の地下水位低下が得られるが、

シルトと砂質土の互層地盤などでは集水能力が落ちる 

④土砂流入によるストレーナーの目詰まりやポンプの故障などに対する補修が可能であり、長期

連続運転性に優れている 

などがある。 

ここでは、以下のような形状で行なわれている。 

①削孔径：φ1,000mm 

②管  径：φ600mm 

③長  さ：21m（上部5m、中間ストレーナー12m、 

下部4m） 

④本  数：17本（当初）、 9本（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           図-5 ディープウェル状況 

 

（６）揚水運転状況 

揚水開始後は、定期的に井戸ごとの揚水量・約40箇所の観測点での地下水位・水位低下に伴う

地盤沈下が観測されている。その結果とその後の追加調査から、次の点が明らかになった。 

１）地下水頭 

深さ方向に地下水頭が変化している。深度10mに設置した間隙水圧計と全層にわたってストレ

ーナーを入れた観測井戸では2～5mの水頭差がでることが分かった。その後、鉛直方向の間隙水

圧分布を現場測定した結果、地表浅いところでは地下水頭が高く、深い位置では低くなり、地下

水圧が静水圧分布になっていないことが明らかになった。砂・シルト互層が地下水を水平層状に

何層にも分離し、それぞれを被圧状態にしているためと考えられる。 
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２）透水性 

対象地盤の透水係数に異方性がある。ボーリング調査による土質分類では砂質シルト、シルト

質砂層と分類された地盤でも、室内試験から鉛直方向の透水性は水平方向の1/5～10程度と小さい

ことが分かった。これは、砂・シルトの微細な互層構造が存在することが想定されている。 

３）降雨の影響 

降雨の影響は数週間～3箇月間をかけて現れる。止水壁により周辺からの地下水浸透の影響は小

さいものの、降雨後は長期間にわたって地下水位が変動している。図-6に、揚水開始後2年間の地

下水位・揚水量と降雨量との関係をプロットした。地下水位は降雨の影響を受けて変動し、地下

水位の変動で揚水量も変化するものであるが、降雨の影響は対象地盤では最大14週間続いている

ものも見受けられる。 

水位低下に伴う地盤表層の飽和度低下が降雨の浸透を妨げる(不飽和浸透状態)結果、井戸への到

達にそれだけの時間がかかっているものと解される。 

 

図-6 地下水位、揚水量と降雨の関係 

 

（７）管理 

１）揚水管理 

 揚水管理は、以下のように行われている。 

①観測井：31本（止水壁内） 9本（止水壁外） 

②沈下測定点：約600点 

③揚水井戸内の設定水位を1～2週間毎に1mずつ低下させ、約3ヶ月で孔内設定水位まで達した。 

④当初想定を超える不等沈下や間隙水圧が発生した場合は、揚水の中止や設定レベルの変更に

より、有害な不等沈下を生じさせない様にコントロール 
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２）維持管理 

維持管理は、以下のように行われている。 

①ポンプ運転費 

②ポンプ整備費 

③定期的な水位観測 

④定期的な沈下測定 

 

（８）対策のフロー 

対策のフローは、図-7のように行われた。 

 

地盤調査

液状化判定

対策要否

対策工選定

（地下水位低下工法）

止水壁要否

揚水試験

浸透流解析

要

要

揚水試験計画

止水壁の設計 揚水井戸の設計

既存構造物への影響評価

揚水及び動態観測計画、

実 施

止水壁工法の選定 井戸配置計画

・複雑な地層構成、地盤性状（面的な把握）
・透水特性
・液状化特性
・圧密沈下特性
・力学特性（せん断強度、動的変形特性）

埋設物調査

地震動の設定

・浸透流解析

：止水壁内側への影響

：止水壁外側への影響

・FL法、PL法
・地震応答解析（全応力解析、有効応力解析）

原位置での確認
・現地透水係数
・止水壁効果

三次元解析 ・効率よい配置

・ランニングコスト

・目詰まり防止

・観測井配置

・解析手法による影響評価
：地下水位低下時の影響評価
：地震時の影響評価

（液状化流動解析、有効応力解析）
・観測・調査されている現地特性等の
最新知見を解析モデルへ反映

・止水壁連続性確保

・施工計画(施工ﾔｰﾄﾞ､工程)

・施工コスト比較

（例：鋼矢板壁､ｽﾗﾘｰｳｫｰﾙ)

 

図-7 ディープウェルを使った地下水位低下対策フロー 

＜参考文献＞ 

1) 公益社団法人 地盤工学会：地盤工学・実務シリーズ18 液状化対策工法,  2004.7 
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５-１４ 間隙水圧の分布を考慮したe～logP法（⊿e法）の計算例（茨城県鹿嶋市鹿島神宮

駅東側地区） 

（出典：鹿嶋市液状化対策検討委員会資料より） 

１．実証実験概要 

実証実験の目的は、地下水位を低下させた時の粘土層の圧密沈下による地盤沈下量の測定及び解析値と

実測値との検証を行い、地下水位低下工法の実施に向けたデータの取得である。特に鹿島神宮駅東側地区

においては、軟質な粘土層が10m以上の層厚で分布するため、地下水位低下工法では粘土層の圧密沈下量

が大きいと想定された。しかし沖積低地の背面部には鹿島神宮が位置する洪積台地が発達し、軟質な粘土

層の下部砂層から被圧地下水が想定されたことから、間隙水圧計を用い各土層の間隙水圧を測定し解析を

行った。ここでは、実証実験の内、各土層の間隙水圧に着目し、地盤工学で確立されている圧密理論「e

～logP曲線を用いた圧密沈下計算（以下、⊿e法）」に従い、「間隙水圧の分布を考慮しない⊿e法」と「間

隙水圧の分布を考慮した⊿e法」の計算例を示した。 

実証実験の測定位置平面図と断面図を図-1～図-2に示した。 

   

 

 

     

 

図-1 実証実験測定位置平面図  

図-2 地質想定断面図 
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２．間隙水圧の分布を考慮しない⊿e法による沈下量の算定 

不攪乱試料による圧密試験の結果、図-3 より上部 Ac 層は「過圧密状態」を示しているが Ap 層及び下

部Ac 層は「正規圧密状態」にある。 

圧密沈下計算（⊿e 法）に用いる e～logP 曲線を図-4に示す。 

 

 

 

 

図-3 有効土被り圧と圧密降伏応力の関係図 

図-4 算定に用いる e～logP 曲線 
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■間隙水圧の分布を考慮しない⊿e 法による圧密沈下量の算定 

 現況水位 GL-1.0m、地下水位低下深度 GL-2.0m とした場合の圧密沈下量は次式より表-1 に示す「Sc≒

20cm」の圧密沈下量が想定される。 

 

Sc＝（eo－e1／１＋eo）×H 

∴ eo：初期間隙比（Po に対応する間隙比） 

e1：増加荷重後の間隙比（Po＋⊿P に対応する間隙比） 

  H：圧密層の層厚（cm） 

 

表-1 地下水位低下に伴う圧密沈下量の算定（NW-1 地点） 

 

 

図-5 不撹乱試料採取位置図 

採取位置 
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３．間隙水圧の分布を考慮した⊿e 法の算定 

 地下水位低下に先立ち、調査ボーリングを実施した際に「駅東 NW-1」地点において、各土層における

水圧分布（粘性土：間隙水圧計、砂質土：現場透水試験の平衡水位）を測定した。それによると、下部 Ac

層においてはAs 層からの被圧地下水が確認された。 

 

 

 

 

 

図-6 間隙水圧測定結果（深度=3.5m）: 上部Ac 層、水頭GL-0.81m 

図-7 間隙水圧測定結果（深度=9.0m）: Ac 層（上）、水頭 GL+1.56m 

表-2 現場透水試験結果一覧表 
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図-8 各土層の水頭分布図 

図-9 各土層の水圧分布図 
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■間隙水圧の分布を考慮した⊿e 法のよる圧密沈下量の算定 

 図-9 に各土層の水圧分布を示した。それによると、「上部 Ac 層」「Ap 層」「上部 As 層」の間隙水圧は

静水圧状態を示しているのに対し、「Ac 層」は「下部 As 層」からの被圧地下水によって過剰間隙水圧が

作用している。このため、地下水位をGL-2.0mまで低下させても、「Ac 層」に作用する有効土被り圧以上

の間隙水圧が「Ac 層」に働いているため圧密沈下が生じないことになる。 

「Ac 層（上）の有効土被り圧は下表より Po＋⊿P≒85.0（kN/㎡）＜ 間隙水圧」  

 よって、表-3に示すように、地下水位を GL-2.0m まで低下させた際の圧密沈下量は上部Ac 層とAp 層

の沈下量のみとなり「Sc＝5.2m」程度と推定される。 

 

 

 

 

 

表-3 間隙水圧の分布を考慮した⊿e 法による圧密沈下量 
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４．実証実験における間隙水圧を考慮した⊿e法の算定 

 地下水位低下（GL-2.0m）に伴う間隙水圧の測定結果を図-10に示した。 

 間隙水圧の測定結果図より Ac 層においては、下部砂層（As）からの被圧水圧が働き、地下水位低下に

伴う水圧の減少が認められず、水位低下後も水位低下前と同様な水圧分布を示している。これらのことか

ら、地下水低下に伴う圧密沈下量は、「上部Ac 層」及び「Ap 層」を対象とすれば良いことになる。 

 間隙水圧の分布を考慮した⊿e法による圧密沈下量は表-5に示すように「Sc＝3.6cm」程度と推定される。 

 以上、圧密沈下量の算定において、間隙水圧を考慮しない⊿e 法による沈下量に対し、間隙水圧を考慮

した⊿e 法による沈下量の方が小さい沈下量となる。 

 

         表-4 ⊿e 法による圧密沈下量の比較 

     算定式 圧密沈下量（e～logP 曲線） 

①間隙水圧の分布を考慮しない⊿e 法 19.8cm 

②間隙水圧の分布を考慮した⊿e 法 5.2cm 

③実証実験結果の間隙水圧を考慮した⊿e 法 3.6cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 地下水位低下後の各土層の間隙水圧分布図 
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表-5 実証実験結果における間隙水圧を考慮した⊿e法による圧密沈下量 
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６－１ 地域で取り組む地盤の液状化対策のための格子状地中壁工法の効果の簡易

評価シート 

（出典：国土交通省 都市局国土技術政策総合研究所） 

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/takuti.html よりダウンロード可能 

 

 

 

http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/takuti.html
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６－２ ２次元等価線形解析手法 

 

格子状改良を含む地盤の地震応答解析は、再現性があり検討実績も多く改良壁による拘束効果

をモデル化できる２次元等価線形解析が有効である。解析結果から地盤の液状化に対する安全率

（ＦL値）や地表変位量（Dcy 値）を算出し液状化の有無を判断できる。 

（１）地盤と改良体の非線形特性 

無対策地盤および改良地盤とも非線形性を考慮する。非線形特性は地層毎に不撹乱試料を採取

し室内土質試験「土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験：

地盤工学会基準（JGS0543-2009）」より求めることを標準とするが、室内土質試験値が得られてい

ない場合については、以下の日本建築学会で紹介された定数 1)（図-１）や、改良体については建

築センター指針の値 2)（図-２、図-３）を用いることができる。 

 

土質 G～γ、h～γ曲線 

砂 日本建築学会の一般値 1)
 

粘土 日本建築学会の一般値 1)
 

改良体 建築センター指針 2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     図-２ 変形係数のひずみ依存性 2)            図-３ 減衰定数のひずみ依存性 2)
 

表-１ 非線形特性 
 

図-１ 地盤の非線形特性 1) 
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（２）改良体の設計基準強度 

格子状地中壁工法の施工は、機械撹拌式深層混合処理

工法で施工されることが多い。しかし、既設住宅地の液

状化対策に格子状地中壁工法を適用する場合、隣接する

家屋間の狭い部分では、噴射撹拌式深層混合処理工法を

用いる必要がある。機械撹拌式と噴射撹拌式で施工され

た改良体の剛性は、改良体の設計基準強度から設定され

る。噴射撹拌式深層混合処理工法で施工された改良体の

強度については、機械撹拌式深層混合処理工法で施工し

た改良体と同程度の強度を発揮することができる。 

したがって、改良体剛性は機械撹拌式深層混合処理工

法の施工データから設定することとした。 

 

図-４は、財団法人日本建築総合試験所で取得した

「CDM-L工法-スラリー系機械撹拌式深層混合処理工法

-(改定)」建築技術性能証明の技術資料に掲載されているもので、設計基準強度Fcと現場平均強度

より逆算したFcの値の関係を示している。現場強度が全て設計基準強度Fcより算出される必要強

度を上回り、設計基準強度Fcが500～3000(kN/m2)の範囲にあることを示している。本解析におい

ては改良体の設計基準強度をこの範囲で規定することとした。 

 

◇改良体の初期せん断剛性G0 

 改良体の初期せん断剛性G0は建築センター指針の考え方に従って設定する。 

   Fc = (1 – 1.3Vquf)×quf 

             Vquf : qufの変動係数であり、施工実績が乏しい場合は0.45とする。 

       quf  : 一軸強度の平均値 

よって、 

   quf = Fc / (1 – 1.3×0.45) =2.4Fc 

改良体のヤング係数E50, E0と一軸強度quの間に次の相関が提案されている。 

   E50 = 130qu (砂) 

      E50 / E0 = 0.2 

また、ヤング係数とせん断剛性の関係は次の通りである。 

   E0 = 2(1 + ν)G0  

ν = 0.26(改良体) 

以上より、G0=E0 / 2(1 + ν)=5E50/2(1+ν)=258qu 

      G0 = 258×2.4Fc 

改良体のFcは機械撹拌式工法による格子状改良の実績が 

多い1.5N/mm2を標準とし、0.75～3.0N/mm2の範囲で 

表-２に示す値のように設定する。 

 

 

 

0.75 464
1.00 619
1.50 929
3.00 1857

強度Fc(N/mm2) 剛性Go(N/mm2)

表-２ 改良強度と剛性の関係 
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（３）等価線形解析法 

等価線形解析とは、歪に依存するせん断剛性係数および減衰定数を定義しておき、計算の結果

として得られる歪と、計算に用いられた物性値が適合するまで繰返し計算を行う手法で、繰り返

し計算の1ステップごとに線形解析を行うので、重ね合わせの原理に基づく複素応答解析法をそ

のまま利用できる。計算は図-５に概要を示すように以下の手順となる。 

 

①初期の物性値としてせん断剛性 Go 及び減衰定数 ho を定義する。 

②応答解析を行い要素の有効ひずみ eγ1 を求める。ここに有効ひずみは図-６に示すように最

大せん断ひずみγmaxの時刻歴における最大値の 65％として計算する。 

③物性値のひずみ依存カーブより eγ1に対する G1及び h1を求める。 

④Go と G1及び ho と h1の収束性をチェックし、収束している場合には解析を終了し、収束し

ていない場合には G1、h1を物性値として②、③、④を繰り返す。 

 

 

図-５ 等価線形解析法の概念図 

 

 

図-６ 有効ひずみの算定概念図 
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（４）解析結果に基づく液状化判定 

工学的基盤から地震動を入力してFEMモデル

全体の地震応答解析を行い、地盤の最大せん断

応力を求め、その値を用いて液状化判定を行う。

検討手順を以下に示す。 

地震応答解析結果から、検討位置における最

大せん断応力τxyの深度分布を求める。ただし、

格子壁近傍の浅い部分では地盤は水平方向だけ

でなく鉛直方向にも変位するため、最大せん断応

力の向きは水平ではなく傾く。したがって、その

向きに注意して最大せん断応力を求める必要が

ある。なお、地盤のせん断応力評価において、

地震応答解析で得られる最大せん断応力τxyを

液状化判定の外力として用いる等価なせん断応

力τeffに換算する際の補正係数は地震のマグニ

チュード（M）を考慮した次式を用いる。 

 

γn＝0.1(M－1)   (1) 

 

したがって、M=9.0に対してはγ n=0.8、

M=7.3に対してはγn=0.63となる。 

以上より、等価なせん断応力比は次式で表さ

れる。 

 τeff/σz’=γn×τxy/σz’  (2) 

 

ここに、σz’は検討深さにおける有効応力である。 

一方、液状化強度については、格子状改良を

実施しても格子内地盤の液状化強度は変化しな

いものとし、建築基礎構造設計指針に基づいて

以下の通り算定する。 

対応する深度の補正N値（Na）を、次式から求

める。ただし，乱さない試料を採取して室内土

質試験を行うと液状化強度比(RL20)が直接求まるので，このような試験を行うことが望ましい。 

N1＝CN・N (3) 

 

CN＝ 98/σ'z  (4) 

 

Na＝N1＋ΔNf (5) 

 

ここに、N1は換算N値、CNは拘束圧に関する換算係数、ΔNfは細粒土含有率FCに応じた補正

N値増分で、図-８による。Nはトンビ法または自動落下法による実測N値とする。 

図-７ 補正 N 値と液状化抵抗、動的せん断 

ひずみの関係 3)
 

 

図-８ 細粒分含有率と N 値の補正係数 3)
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液状化強度比はτl/σz’と表されるので、液状化に対する安全率FLは下記の式で求められる。 

 

FL=（τl /σz’）/（τeff /σz’） (6) 

 

（５）液状化による地表変位量（Dcy値）の算定 

ＦL値が1.0未満となった地層について液状化による地表変位量（Dcy値）を算定する。建築基礎

構造指針では、ＦL<1.0の層に対し図-９を用いて繰返しせん断ひずみγcyを求め、深さ方向に累積

することによって地表変位量（Dcy値）を計算し、沈下量Sを求めたい場合、γcyを体積ひずみεv

と読み換えればよい、とされている。 
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補正 N 値（Na） 
 

表-３ 地表変位量(Dcy 値)と液状化の程度の関係 3) 
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６－３ 阪神・淡路大震災を経験した格子状地盤改良による液状化対策を施した建築

基礎の調査 

（出典：鈴木，斉藤，木村，細見(1995年)：格子状地盤改良による液状化対策を施した

建築基礎の調査報告,基礎工,Vol.23,No.10） 

(1)はじめに 

神戸市内の港湾地区の埠頭に高層建築物が計画された。地盤は緩い砂質地盤であり、地震時に

液状化が懸念された。このため、改良杭まわりの地盤を陸上深層混合処理工法(DCM-L工法)によ

り格子状に改良する液状化対策を採用した。 

このような地盤改良を施した建物基礎の、兵庫県南部地震後の状況を現地調査した20)ので以下

に報告する。 

 

(2)基礎の設計 

1)建物概要 

この建物は地上 14 階、高さ 60m の旅客船ターミナルを兼ねたホテルであり、幅約 90m、長さ

約 260m、海底面から約 12m の高さで造られた埠頭上に建設されている。 

1 月 17 日早朝の地震発生時において、建物躯体はほぼできており、内装・外構工事を進めてい

るところであった。建物の配置を図-１に、全景を写真-１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）地盤概要 

建物敷地地盤の南北方向の土層断面を図-２に示す。場所により差はあるが、地表面から深さ

12mの海底面付近までは、礫混りの砂を多く含んだ埋土層であり、その下に厚さ 4m程度と比較的

薄い沖積粘性土層が続いている。いずれも標準貫入試験による N値 10以下の軟弱層である。これ

より以深に第 1洪積層(Dsc1 層)が分布し、地表面下 33m 程度以深から礫質土と粘性土の互層から

なる第 2 洪積層(Dsc2 層)がほぼ水平に分布する。地下水位は潮位とともに変化し、最も浅いとき

には地表面-1.3m 付近まで上昇する。 

建物は場所打ち杭の独立基礎で計画され、支持層は第 2 洪積層(平均 N値 50 程度の礫質土)とし

ている。敷地地盤の液状化の可能性の検討は建築基礎構造調指針 19)に従っている。入力地震動に

TAFT1952 EWを用い、地表面最大加速度 200galとなるよう基盤入力振幅を設定し、液状化に対す 

図-１ 建物配置図 写真-１ 建物全景 
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る安全率 FLを計算している 21)。結果は図-３に

示すように、埋土層において安全率 FLは 1.0 を

下回り、液状化の可能性が予測された。同図に

は液状化に影響する N値および細粒分含有率も

併せて示している。 

３)液状化対策 

建物は埠頭に立地するため三方が海に面して

いる。埠頭の岸壁はコンクリートケーソン式で

ある。地震時に埋土層が液状化すると、建物下

の土は地震によるケーソンの変位とともに周囲

の海に流れ出し、致命的な被害を受けることが

十分予想される。 

液状化の抑制と、土の海への流出を防ぐため

の対策工法として、建物基礎杭の周囲を陸上深

層混合処理工法(DCM-L 工法)を用いて格子状

に地盤改良する工法を計画した。陸上深層混合

処理工法は、セメントスラリーを原地盤と混合

することにより、一軸圧縮強さで数 10kgf/cm
2

の強さをもつ強固な改良地盤をつくりあげる工

法である。この工法により改良杭を互いにラッ

プさせて施工し、連続ができる。格子状地盤改

良工法は建設省土木研究所および当社を含む 5

社で、1985 年から 1992 年にかけて実施された

共同研究で開発された 22）。 

改良壁は図-４に示すように、埋土層以深の第

1 洪積層(場所により地表面下 12～19m)まで構

築している。図-５に格子状地中壁および建物基

礎杭の配置を示す。液状化抑制を特に重視

した杭に対しては、杭 1本ごとに格子状地

中壁で囲み、その他の杭に対しては杭数本

ごとに改良壁で囲んでいる。改良壁の施工

は B種高炉セメントを土 1m
3 当り 200kg の

添加とし、所要強度は平均一軸庄縮強さで

24kgf/cm
2 以上と設定した。施工後の改良地

盤の調査では、改良地盤の一軸圧縮強さは

40～60kgf/cm
2 であり、所要強度を十分に満

足していることを確認している。 

 

 

図-２ 地盤概要 

図-３ 液状化安全率 

 

図-４ 液状化対策工断面(南北断面) 
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(3)建物種変の地震による被害 

今回の地震による神戸港の重力式ケーソン岸

壁の顕著な被害パターンは、ケーソン本体の海

測への滑動・沈下と背後地盤の陥没である。建

物が位置する埠頭の岸壁も例外ではなく、同様

の大きな被害を受けている。写真-２に被災後の

埠頭先端部の岸壁(南側岸壁)の状況を示す。岸

壁ケーソンの天端の海側への水平変位量は約

2m、沈下量は 50～70cm 程度である。また、岸

壁背後のエプロン部分の沈下は 2m 程度であっ

た。写真右側に建物に取付けた階段が見えるが、

被災前はこのレベルが地表面であった。南側岸

壁の被害が最も大きく、西側岸壁・東側岸壁の

順に被害は小さくなっている。被害の小さい東

側岸壁でも、ケーソン天端の水平変位量は 50～

60cm 程度、沈下量は 20～30cm 程度見られた。 

 

 

 

 

(4)建物基礎部の地震による影響調査 

１）改良壁外周部の状況 

写真-２で示したように、南側岸壁では岸壁背後のエプロン部分のスラブが大きく陥没した。

図-６の模式図に示すように、干潮時に建物底版面と水面との問に数 10cm の差が生じたため、

改良壁の南側外面を直接目視観察することができた。その状況を写真-３に示す。建物基礎コン

クリートの下に改良壁の天端部分が見えている。改良体が破壊して、格子内の原地盤(埋土〉が

格子の外に流出した形跡は見られなかった。 

２）地下ピット内の状況 

建物は地下階がないため、1 階床スラブ下は基礎梁で囲まれた地下ピットとなっている。大

部分のピットは表土が埋戻した土のまま放置されていた。格子状地中壁の内側の原地盤(埋土)

の液状化の有無を調査するため、図-５に示すピットに入り、ピット内表土の目視観察を行った。

いずれのピットにおいても、地表面にクラックや噴砂した砂の痕跡、液状化に伴う表土そのも

のの平坦化、大きな礫の沈み込みなどの現象は見られなかった。写真-４にピットの状況の 1

例を示す。ピット内表土は全般に 10 ㎝程度以下の礫を混えた土であった。 

写真-５は地震前から壁に立てかけられていた鉄筋の切れ端が、写真-６は地震前から立てら

れていたさん木が各々倒れることなく、そのままであった様子を示す。液状化が生じたとすれ

ば、これらの鉄筋の切れ端やさん木は倒れていたと推察される。 

 

 

図-５ 改良壁による格子の配置 
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 写真-２ 埠頭の南側岸壁の被害 図-６ 埠頭の南側岸壁の被災帆断面概要 

写真-４  建物地下ピット(1) 

(全体状況) 

写真-５ 建物地下ピット(2) 

(壁に立てかけられた鉄筋の状況) 

写真-６ 建物地下ピット(3)(さん木の状況) 

写真-３ 埠頭の南側岸壁の格子状地中壁地盤の天端部分 
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３）改良壁頭部の状況 

図-５に示す No.5 ピットにおいて、手掘りにより格子状地中壁の交差部分を露出させ、改良壁

の様子を観察した。図-７に No.5 ピットの拡大図と掘削位置を示す。掘削深さは改良壁の天端か

ら約 50cm である。この付近まで掘削した際、施工時に改良壁の格子内に取残されたと見られる

地下水が出たため、これ以上の掘削は不可能であった。No.5 ピットを選んだのは作業のしやすさ

からである。 

改良壁は強固にできており、目視観察では改良体にクラック、表面の剥離、ラップ部および交

差部の開きなどの異常は見られなかった。改良杭の間隔も計画どおりの施工であった。改良壁交

差部の露出状況を写真-７に示す。同写真は、図-７中の矢印で示す方向から改良壁交差部を撮影

したものである。 

改良壁と反対側の原地盤(埋土)の掘削断面も目視観察した。原地盤の断面は、揚所により砂利

の部分や海砂の部分が混在していた。下層の砂の液状化およびそれに伴う上方への噴出等の痕跡

は見られなかった。 

図-７の⑲-○D 通りの場所打ち杭についても掘削調査を行った。掘削深さは改良壁の揚合と同程

度である。場所打ち杭頭部の目視観察についても、クラック、表面の剥離、基礎梁取合い部での

亀裂などの異常はなかった。改良壁との位置関係も計画どおりであり、地震によるずれがなかっ

たことを確認した。 

 

４）建物1階部の状況 

建物の 1 階床スラブの相対レベルを測量した結果、1 階床スラブにはレベルの変動は全くなか

った。1階床スラブおよび 1階部分は無損傷状態であり、局所的な水平変位もないと判断された。

1階床スラブの状況を写真-８に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-７ No.5ピット詳細 

写真-７ No.5ピットの格子改良壁の交差部 

写真-８ 建物 1階床スラブの状況 
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(5)おわりに 

兵庫県南部地震は神戸地区に未曽有の大被害をもたらした。この地震に対する深層混合処理工

法(DCM-L 工法)を用いた格子状地盤改良による液状化対策の効果確認のため、埠頭に建設中のホ

テルの調査を行った。今回の調査は定量的に地震の影響を測るには至らなかったが、目視観察の

範囲において建物基礎の被害は見られなかった。今回のような大地震に対して、上記のような液

状化対策は地盤の液状化、およびそれに伴う土の流出抑制に十分機能したことを確認できた。 
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６－４ 東北地方太平洋沖地震における格子状地盤改良を施した建物基礎の挙動 

（出典：Uchida，A.，Yamada，T.，Odajima，N. and Yamashita，K.：Piled raft foundation with 

grid-form ground improvement subjectd to the 2011earthquake,9th International conference 

on urban earthquake engineering/4th Asia conference on earthquake engineering，Tokyo 

Institute of Technology，Tokyo，PP.151-156,2012） 

(1)はじめに 

深層混合処理工法による格子状地盤改良は、改良壁による拘束効果で地震時の地盤のせん断変

形を低減させ、液状化の発生を抑制する液状化対策工法の１つである。神戸市の埠頭の先端に建

設された建物の液状化対策として適用された格子状地盤改良が、1995 年の阪神・淡路大震災にお

いて液状化を抑制した事例 23）が報告され、近年建築物の液状化対策としての利用が増加している。 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、広範囲な地域で液状化が確認された。

特に震源から遠く離れた東京湾岸の埋立て地において戸建て住宅の沈下や傾斜などの甚大な液状

化被害が発生し、液状化対策の重要性が改めて認識された。 

本報では、液状化対策として格子状地盤改良を採用した千葉県浦安市内にある 2 つの建物基礎

の概要と地震後に実施した現地調査について述べる。さらに、東北地方太平洋沖地震による観測

波を用いた地震応答解析を実施し、格子状地盤改良の液状化抑制効果について確認した結果を報

告する。なお、この報告は文献 24）に加筆を行い、追加検討を実施した結果を反映したものであ

る。 

 

(2) 建物及び地盤概要 

１）A建物 

建物は SRC 造 4 階建て、地下なしの立体駐車場で、平均接地圧は 45kN/㎡である。図-１に示

すように、地盤は地表から GL-14ｍまで埋土層および沖積砂層が分布し、その下部に沖積粘土層

が分布している。沖積粘土（七号層）の下端深度が敷地内で大きく変化しており、N値 50以上の

安定した支持層は建物①通り側で GL-39m、⑳通り側で GL-72m で出現する。また、対象地盤の

地下水位は GL-1.8m である。地表から深度 14m 程度までの埋土層および沖積砂層は N値が 10 程

度であり、液状化の可能性が高いため、格子状地盤改良を採用して液状化抑制を図った。さらに

杭先端を過圧密粘土である七号層に定着させた沈下低減杭からなるパイルド・ラフト基礎とした。

杭長および改良体長については敷地内で実施した 13 本のボーリング調査結果に基づいて決定し

た。格子状地中壁の仕様については文献 1）に基づき設定した。基本の格子間隔は 15.6m×16.5m、

改良深さは GL-13～-15m までとし、図-２に示すように改良体を配置した。改良体の設計基準強

度は 1.8N/mm
2 である。 
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２）B建物 

建物は S+RC7 階建て、地下なしの劇

場施設であり、杭基礎が採用されてい

る。A 建物とは平面的に 900m 程度離

れている。地盤概要を図-３に示す。基

本的な地盤構成はA建物と同じであり、

深度 15m 程度までは液状化の可能性

が高い。そこで、液状化抑制を目的と

して格子状地盤改良を採用した。地盤

改良の仕様は A 建物と同様に文献 1)に

基づいて設定した。格子間隔は 15.5m

×14.3 m (最大)、改良深さは GL-16m

までとし、図-４に示すように改良体を

配置した。改良体の設計基準強度は

1.5N/mm
2 である。 

 

(3)東北地方太平洋沖地震直後の状況 

図-２ 格子状地盤改良と計測器の配置 
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図-１ 基礎構造と地盤の概要（A建

物） 
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写真-１A建物の地震直後の状況（2011.3.13撮影） 

写真-２ B建物の全景（2011.5.18撮影） 

図-３ 地盤概要 
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東北地方太平洋沖地震では、浦安市内の埋立地を中心に液状化現象が確認された。2 つの建物

の近くでも未対策の部分では噴砂などが確認されている。格子状地盤改良による液状化対策を実

施した A 建物では、写真-１（2011.3.13 撮影）に示すように建物から 3～4m 離れた地盤面に、地

盤沈下に伴うわずかな段差が認められた。建物から離れた所では液状化に伴う噴砂が確認された

が、写真撮影の段階では既に撤去されていた。なお、建物の極近傍では噴砂などの液状化現象は

確認されなかった。また、B 建物(写真-２）では、建物と周辺地盤の間に段差などは認められず、

建物近傍では噴砂などの液状化の痕跡は確認されなかった。 

 

(4)長期計測結果に基づく検証（A建物) 

A 建物では、建物建設時からパイルド・ラフト基礎の沈下挙動に関わる長期計測を実施してい

る。計測器の配置を図-２に示す。測定項目は層別沈下計による基礎スラブ直下の地盤の沈下、杭

の軸力、基礎スラブ底面下の土圧、水圧である。図-５に地盤沈下量の経時変化を示す。計測開始

から東北地方太平洋沖地震の発生前までの沈下量は 16mm で、建物竣工後の沈下挙動はほぼ落ち

着いた状態にあった。地震後約 2 ヶ月経過時の沈下量は 23mm で地震により 7mm 増加したが、

その後は再び安定している。図-６に基礎スラブ底面下の土圧、水圧の計測結果を示す。土圧につ

いては地震の前後で特に変化は見られず、基礎スラブと格子内の地盤は地震後も地震前と同様の

接地状態にあり、両者の間に地盤沈下に伴う空隙が生じていないことを示している。地震前後の

計測結果と建物外周の目視調査結果を総合すると、格子内部の地盤には今回の地震時において液

状化が生じていないものと考えられる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)観測地震波による格子状地盤改良の効果検証 

東北地方太平洋沖地震で観測された実地震動を用いて、格子状地中壁の液状化抑制効果につい

て検証を行った。解析プログラムは Super-FLUSH を用いた。解析に用いた地震波は K-Net浦安に

おいて観測された本震の地表面加速度波形(EW)
2)である（最大加速度 157cm/s

2）。K-Net 浦安の観

測点は A,B 建物の北東約 3km にある。未改良地盤での地表応答最大加速度が観測記録の最大加速

度と合うように工学的基盤(GL-67.1m) での入力波を調整した。A 建物の検討方法を以下に述べる。 

図-４ 格子状地盤改良の配置図 
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図-６ 基礎スラブ底面下の土水圧の経時変化 

図-５ 地盤沈下量の経時変化（A-1地点） 
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図-２に示す短辺方向（A-A´間）を検討断面として 2 次元 FEM モデルで未改良地盤を含む改

良地盤をモデル化した。地盤定数は PS 検層結果に基づいて設定し、工学的基盤までは現地の土

質試験結果に基づき地盤の非線形性を考慮した。改良体の地盤定数は、施工後に採取されたコア

の一軸圧縮強度 qu の平均値(5.8N/mm
2
)から文献 3)に基づき(1)～(3)式で初期せん断剛性 G0 を設

定し、改良地盤の非線形特性は文献 4)を参照した。 

E50＝130qu（砂）  -------------------(1) 

E50/E0＝0.2    --------------------(2) 

E0＝2（1＋ν）G0  -------------------(3) 

ここに、ν＝ポアソン比（＝0.5）である。 

格子状地中壁による改良壁は、面外壁（紙面と直行方向の改良壁）と面内壁（紙面と平行方向

の改良壁）に分けて、面内壁の左右端を面外壁と接点共有させた。改良体の面外壁は奥行き方向

に連続しているものとして表-１の定数をそのまま当てはめた。また、格子内地盤と改良体の面内

壁は 2 重要素とし、格子内地盤は未改良地盤の定数を当てはめたが、面内壁は奥行き方向に格子

の間隔である 16.5mごとに 1 枚壁があるものとして、改良体の地盤定数を換算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、B 建物については、検討断面を図-４に

示す 

B-B´断面としてA建物と同じ方法でFEMに

よる地震応答解析を実施したが、施工後の改良

強度が不明のため、設計基準強度 Fc から(4)式

で改良体の一軸圧縮強度 qu を推定し、初期せん

断剛性を(1)～(3)式で設定した。 

Fc＝（1－1.3Vqu ）qu ------------------- 

(4) 

ここに、Vquは quの変動係数であり、施工実

績に基づき Vqu＝0.3とした。 

液状化の評価は応答によって求めた地盤のせ

ん断応力とN値に基づく建築基礎構造設計指針

による液状化強度の比率（FL値）によって求め

図-７ 地震応答解析結果（A建物） 
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表-１ 解析用地盤定数（A建物） 
地下水位 GL-1.8m

土層
番号

土質 層厚
m

境界
深度

GL-m

密度

kN/m3

S波速度
Vs

m/s

初期剛性

G0

MN/m2
ﾎﾟｱｿﾝ比 備考 非線形特性*

G/G0～γ , h～γ

1 埋土 5.90 5.90 18.0 140 35 0.489 8-1
2 砂 4.80 10.70 18.5 140 36 0.489
3 砂 3.30 14.00 18.5 140 36 0.489
4 シルト 2.75 16.75 17.0 140 33 0.493
5 シルト 12.15 28.90 15.5 140 30 0.493
6 シルト 2.90 31.80 17.0 210 75 0.493 8-4
7 シルト 8.95 40.75 16.0 170 46 0.493 8-5
8 砂 4.50 42.25 18.5 230 98 0.493
9 砂 6.55 51.80 19.0 250 119 0.493 工学的基礎

10 シルト 2.90 54.70 18.0 230 95 0.493
11 砂 6.15 60.85 19.0 270 139 0.493
12 シルト 6.25 67.10 18.0 270 131 0.493

13 砂 20.0 420 353 0.473 線形 (h=2%)

14 改良土 14.00 14.00 18.0 - 1260 0.260 文献6
* 土質試験による

地盤
改良層 8-2

8-3

8-9

地下水位 GL-1.8m

土層
番号

土質 層厚
m

境界
深度

GL-m

密度

kN/m3

S波速度
Vs

m/s

初期剛性

G0

MN/m2
ﾎﾟｱｿﾝ比 備考 非線形特性*

G/G0～γ , h～γ

1 埋土 5.90 5.90 18.0 140 35 0.489 8-1
2 砂 4.80 10.70 18.5 140 36 0.489
3 砂 3.30 14.00 18.5 140 36 0.489
4 シルト 2.75 16.75 17.0 140 33 0.493
5 シルト 12.15 28.90 15.5 140 30 0.493
6 シルト 2.90 31.80 17.0 210 75 0.493 8-4
7 シルト 8.95 40.75 16.0 170 46 0.493 8-5
8 砂 4.50 42.25 18.5 230 98 0.493
9 砂 6.55 51.80 19.0 250 119 0.493 工学的基礎

10 シルト 2.90 54.70 18.0 230 95 0.493
11 砂 6.15 60.85 19.0 270 139 0.493
12 シルト 6.25 67.10 18.0 270 131 0.493

13 砂 20.0 420 353 0.473 線形 (h=2%)

14 改良土 14.00 14.00 18.0 - 1260 0.260 文献6
* 土質試験による

地盤
改良層 8-2

8-3

8-9

地下水位 GL-1.8m 

改良 
範囲 

図-９ B建物の FL値の深度分布（No.1ボーリング） 
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図-８ A建物の FL値の深度分布（No.6ボーリング） 
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た。なお、地盤のせん断応力評価において、今回の地震のマグニチュード（M=9.0）を考慮して、

地震応答解析で得られる最大せん断応力τmax を液状化判定の外力として用いる等価なせん断応

力τeffに換算する際の補正係数はγn＝0.1(M－1)＝0.8とした。 

A 建物の地震応答解析結果を図-７に示す。格子内地盤の最大せん断応力は未改良地盤のせん断

応力よりも小さくなっている。これは、改良体に大きな応力が発生し、格子内地盤のせん断応力

を負担しているためと考えられる。なお、改良体の発生せん断応力は許容応力度以内であり、改

良体の健全性に問題はないと考えられる。図-７の最大せん断応力を用いた FL値は図-８に示す通

りである。未改良地盤では FL<1 と判定される部分があり、液状化が発生した可能性を示してい

る。これに対して格子内部地盤は全ての深度について FL>1 となっており、液状化は発生してい

ないと推測される。図-９は B 建物の FL値分布である。A 建物と同様に、未改良地盤では FL＜1

となる部分があるものの、格子内部地盤は全ての深度について FL>1 となっており、液状化は発

生していないと推測される。 

これらの解析結果は地震後の目視調査の状況と概ね対応しており、今回の検討方法は格子状地

盤改良の液状化抑制を評価する方法として有効であると言える。 

 

(6)まとめ 

液状化対策として格子状地盤改良が採用された 2つの建物基礎の概要と東北地方太平洋沖地震

後の状況を示すとともに、観測地震波による格子状地盤改良の液状化抑制効果について検証解析

を実施した。地震後の建物周囲の目視調査や基礎の長期計測結果を総合すると、格子状地盤改良

で囲まれた地盤では液状化が発生していない可能性が高いと考えられる。また、観測地震波を用

いた解析では、改良範囲の外側の未改良地盤では液状化が生じるが、格子状地中壁に囲まれた地

盤では液状化は生じないという評価となり、実測挙動と整合する結果が得られた。したがって本

検討方法は格子状地盤改良の液状化抑制を評価する方法として有効であると言える。 
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７－１ 公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等

に係る事務処理要領の制定について 

 

昭和６１年４月１日 建設省経整発第２２号 

建設事務次官から北海道開発局長・沖縄総合 

事務局長・各地方建設局長あて通知 

最近改正 平成１５年７月１１日国土交通省国総国調第４９号 

 

地盤変動により生じた建物等の損害等に係る「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行

について（昭和３７年６月２９日閣議了解）」の第三の運用について、別紙のとおり定めたので、

通知する。 

 

（別 紙） 

公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動に 

より生じた建物等の損害等に係る事務処理要領 

(趣 旨) 

第１条 国土交通省の直轄の公共事業に係る工事の施行により不可避的に発生した地盤変動により、

建物その他の工作物（以下「建物等」という。）に損害等が生じた場合の費用の負担等に関する事

務処理については、この要領に定めるところによるものとする。 

（事前の調査等） 

第２条 公共事業に係る施設の規模、構造及び工法並びに工事箇所の地盤の状況等から判断して、

工事の施行による地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められるときは、当

該損害等に対する措置を迅速かつ的確に行うため、工事の着手に先立ち、又は工事の施行中に起

業地及びその周辺地域において、次の各号に掲げる事項のうち必要と認められるものについて調

査を行うものとする。 

一 地形及び地質の状況 

二 地下水の状況 

三 過去の地盤変動の発生の状況及びその原因 

四 地盤変動の原因となるおそれのある他の工事等の有無及びその内容 

五 建物等の配置及び現況 

六 その他必要な事項 

（地盤変動の原因等の調査） 

第３条 起業地の周辺地域の建物等の所有者又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に基づき建物

等を使用する者（以下「使用者」という。）から地盤変動による建物等の損害等（以下単に「地盤

変動による損害等」という。）の発生の申出があつたときは、地盤変動による損害等と工事との因

果関係について、速やかに調査を行うものとする。 

２ 前項の調査は、次の各号に掲げる事項のうち必要と認められるものについて行うものとする。 

一 工事着手時の地形及び地下水位と地盤変動による損害等の発生時の地形及び地下水位との比

較 
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二 工事着手前、工事中又は工事完了後における地形及び地下水位の変化 

三 工事の工程と地盤変動による損害等の発生の時間的関連性 

四 工事による湧水の発生時期及びその量 

五 工事箇所と地盤変動による損害等の発生地点との平面的及び立体的な位置関係 

六 地盤変動の原因と見込まれる他の工事等の影響の有無及びその程度 

七 その他必要な事項 

（損害等が生じた建物等の調査） 

第４条 前条の調査の結果等から建物等の損害等が公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動

により生じたものであると認められるときは、当該損害等が生じた建物等の状況について、速や

かに調査を行うものとする。この場合において、地盤変動が継続しているときは、その状況を勘

案して継続して調査を行うものとする。 

（応急措置） 

第５条 地盤変動が発生したことにより、建物等の所有者に第６条第２項に規定する社会生活上受

忍すべき範囲（以下「受忍の範囲」という。）を超える損害等が生じ、又は生ずると見込まれる場

合において、前３条の調査の結果等から当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、か

つ、緊急に措置を講ずる必要があると認められるときは、合理的かつ妥当な範囲で、応急措置を

講ずるものとする。 

（費用負担の要件） 

第６条 第３条及び第４条の調査の結果等から公共事業に係る工事の施行により発生したと認めら

れる地盤変動により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害等が生じた場合においては、当

該損害等をてん補するために必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。 

２ 前項に規定する「受忍の範囲を超える損害等」とは、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損

壊することにより、建物等が通常有する機能を損なわれることをいうものとする。 

（費用の負担） 

第７条 前条第１項の規定により負担する費用は、原則として、損害等が生じた建物等を従前の状

態に修復し、又は復元すること（以下「原状回復」という。）に要する費用とするものとする。こ

の場合において、原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況

並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行

うものとする。 

２ 前項の規定により負担する原状回復に要する費用は、次の各号に掲げる方法のうち技術的及び

経済的に合理的と認めるものによる費用とし、付録の式によって算定するものとする。 

一 建物等の損傷箇所を補修する方法（建物等に生じた損傷が構造的損傷を伴っていないため、

主として壁、床、天井等の仕上げ部を補修することによって原状回復を行う方法） 

二 建物等の構造部を矯正する方法（建物等に生じた損傷が構造的損傷を伴っているため、基礎、

土台、柱等の構造部を矯正したうえ前号の補修をすることによって原状回復を行う方法） 

三 建物等を復元する方法（建物等に生じた損傷が建物等の全体に及び前二号に掲げる方法によ

っては原状回復することが困難であるため、従前の建物等に照応する建物等を建設することに

よって原状回復を行う方法） 
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（応急措置に要する費用の負担） 

第８条 第５条に規定する場合において、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じたときは、

当該措置に要する費用のうち適正に算定した額を負担するものとする。 

（その他の損害等に対する費用の負担） 

第９条 前２条の規定による費用の負担のほか、建物等が著しく損傷したことによって建物等の所

有者又は使用者が仮住居の使用、営業の一時休止等を余儀なくされたことによる損害等について

は、その損害等の程度に応じて「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準（平成１３年

１月６日付け国土交通省訓第７６号）」に定めるところに準じて算定した額を負担することができ

るものとする。 

（費用負担の請求期限） 

第１０条 費用の負担は、建物等の所有者又は使用者から当該公共事業に係る工事の完了の日から

一年を経過する日までに請求があつた場合に限り行うことができるものとする。 

（費用負担の方法） 

第１１条 費用の負担は、原則として、建物等の所有者又は使用者に各人別に金銭をもつて行うも

のとする。ただし、他の法令の定めがある場合においては、当該法令の定めるところによるもの

とする。 

２ 前項の負担は、渡し切りとするものとする。 

（複合原因の場合の協議） 

第１２条 地盤変動による損害等が他の工事等の施行に係るものと複合して起因していることが明

らかな場合は、当該工事等の施行者と損害等に係る費用の負担の割合等について協議するものと

する。 

 

附 則 

１ この要領は、昭和６１年４月１日から適用する。 

２ 費用の負担について、既に協議を行っているものについては、この要領によらないことができ

るものとする。 

３ 建設省の直轄の公共事業に係る工事の施行により生じた工事振動により建物等に損害等が生じ

た場合の費用の負担については、当分の間、この要領に応じて処理するものとする。 

 

付録 

１ 建物等の損傷箇所を補修する方法 

費用負担額＝仮設工事費＋補修工事費＋その他経費 

イ 仮設工事費は、建物等の補修工事を行うために必要と認められる足場の架設清掃跡片付

け等に要する費用とする。 

ロ 補修工事費は、建物等の補修工事を行うために必要と認められる亀裂の目地詰め、建具

の調整等に要する費用とする。補修の方法と範囲については、別表修復基準を標準とする

ものとする。 

ハ その他経費は、建物等の損傷箇所の補修に伴い必要となるその他の経費とする。 
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２ 建物等の構造部を矯正する方法 

費用負担額＝仮設工事費＋矯正工事費＋補修工事費＋その他経費 

イ 仮設工事費は、建物等の矯正工事及び補修工事を行うために必要と認められる遣形墨出

し、足場の架設、清掃跡片付け等に要する費用とする。 

ロ 矯正工事費は、土台、柱等の構造部又は基礎の傾斜、沈下等の矯正工事に要する費用と

する。ただし、土台、柱等の構造部又は基礎に係る従前の損傷が拡大した場合で、従前の

状態、拡大の程度等を勘案して必要と認められるときは、適正に定めた額を減額するもの

とする。 

ハ 補修工事費は、建物等の補修工事を行うために必要と認められる亀裂の目地詰め、建具

の調整等に要する費用とする。補修の方法と範囲については、別表修復基準を標準とする

ものとする。 

ニ その他経費は、建物等の構造部の矯正に伴い必要となるその他の経費とする。 

３ 建物等を復元する方法 

費用負担額＝仮設工事費＋解体工事費＋復元工事費＋その他経費 

イ 仮設工事費は、建物等の解体工事及び復元工事を行うために必要と認められる遣形墨出

し、足場の架設、清掃跡片付け等に要する費用とする。 

ロ 解体工事費は、従前の損壊した建物等の解体、撤去及び廃材処分に要する費用とする。 

ハ 復元工事費は、従前の建物等に照応する建物等を建設する工事に要する費用とする。 

ニ その他経費は、建物等の復元に伴い必要となるその他の経費とする。 
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別 表 

 

損傷の発

生個所 

修復の方法と範囲 

損傷が新たに発生したもの 従前の損傷が拡大したもの 

外  壁 

発生個所に係る壁面を従前と同程度の仕上

げ材で塗り替え、又は取り替える。ただし、ち

り切れにあっては、発生個所を充てんする。 

発生個所を充てんし、又は従前と同程度の仕

上げ材で補修する。ただし、損傷の拡大が著し

い場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度

の仕上げ材で塗り替え、又は取り替えることが

できるものとする。 

内  壁 

天  井 

発生個所に係る壁面を従前と同程度の仕上

げ材で塗り替え、又は張り替える。ただし、発

生個所が納戸、押入れ等の場合はちり切れの場

合にあっては、発生個所を充てんする。 

経過年数が 10年未満の建物及び維持管理の

状態がこれと同程度と認められる建物で発生

個所が納戸、押入れ等以外の居室等の場合は、

当該居室等のすべての壁面を従前と同程度の

仕上げ材で塗り替え、又は張り替えることがで

きるものとする。 

発生個所を充てんし、又は従前と同程度の材

料で補修する。ただし、損傷の拡大が著しい場

合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕

上げ材で塗り替え、又は張り替えることができ

るものとする。 

建  具 

建付けを調整する。ただし建付けを調整する

ことが困難な場合にあっては建具を新設する

ことができるものとする。 

建付けを調整する。ただし、建付けを調整す

ることが困難な場合にあっては建具を新設す

ることができるものとする 

タイル類 

目地切れの場合にあっては、発生個所の目地

めをし、亀裂又は破損の場合にあっては発生個

所を従前と同程度の仕上げ材で張り替える。た

だし、浴室、台所等の水を使用する箇所で漏水

のおそれのある場合は、必要な範囲で張り替え

ることができるものとする。 

玄関回り等で亀裂又は破損が生じた場合は、

張り面のすべてを従前と同程度の仕上げ材で

張り替えることができるものとする。 

発生個所を充てんする。ただし、発生個所が

浴室、台所等の水を使用する箇所で損傷の拡大

により漏水のおそれがある場合は必要な範囲

で張り替えることができるものとする。 

コンクリ

ート叩き 

コンクリート又はモルタル充てんし、又は不

陸整正する。ただし、損傷が著しい場合は、必

要な範囲で解体し、新たに打設することができ

るものとする。 

コンクリート又はモルタルで充てんし、又は

不陸整正する。ただし、損傷の拡大が著しい場

合は、必要最小限の範囲で解体し、新たに打設

することができるものとする。 

屋  根 

瓦ずれが生じている場合は、ふき直し、瓦の

破損が生じている場合は、従前と同程度の瓦を

補足し、ふき直す。 

瓦ずれが生じている場合は、ふき直し、瓦の

破損等が生じている場合は従前と同程度の瓦

を補足し、ふき直す。 

衛生器具 

従前と同程度の器具を新設する。 器具の種類及び損傷の状況を考慮して必要

な範囲を補修する。ただし、補修では回復が困

難と認められる場合は、従前と同程度の器具を

新設することができるものとする。 

その他 

発生箇所、損傷の状況等を考慮して従前の状

態又は機能に回復することを原則として補修

する。 

発生箇所、損傷の状況等を考慮して従前の状

態又は機能に回復することを原則として補修

する。 
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７－２ 構造部を矯正する要否の判定基準 

(１) 構造部を矯正する要否判定基準 

構造的な損傷が生じることによる矯正の要否の判断は、「構造部を矯正する要否の判定基準

表」(以下、「判定基準表」という。)のⅠ類及びⅡ類の各分類から１項目以上で、かつ、合計３

項目以上が確認された場合について適用できるものとする。ただし、範囲を限定して構造部を

矯正する部分的矯正については、要否判定基準表の各項目に関する工事期間中の変化の状況等

を考慮して補修方法を判断するものとする。 

なお、部分的に構造部を矯正するには、その範囲が 1 階部分部において建物全体の過半数を

超えず、さらに基礎について打替以外の方法によって十分に耐力が回復できる場合に限るもの

とする。 

注： 要否の判定基準表における数値については、事後調査終了後における数値を示す。 

よって、従前における変形・傾斜量を含む数値であるため、被害発生後における傾斜量・変形量等

が、判定基準の数値を上回り、かつ、その変形・傾斜した量の概ね６割以上が、当該工事の原因とな

る場合に適用する。 

また、建物全体又は部分的な矯正等の判断については、1 階部分における判定基準表の規定値を超

える変形量の箇所が、建物の１階部分の全体に対し過半数を超えるかどうかの判断によるものとする。 
構造部を矯正する要否判定基準表 

Ⅰ類 

①基礎天端又は、基礎の間近の床・敷居などにおいて、3.0 ㎜/M 程度の変形量が
認められ、かつ当該工事に起因することが明らかで、さらに当該工事期間中に
よる変形量が概ね６割以上を占める場合による。 

②基礎天端又は基礎の間近の床・敷居などにおいて 6.0 ㎜/M 程度の傾斜量が認め
られ、かつ当該工事に起因することが明らかで、さらに当該工事期間中による
傾斜量が概ね６割以上を占める場合による。 

③基礎の両端あるいは部分において 15 ㎜以上の相対沈下量が認められかつ当該
工事に起因することが明らかで、さらに当該工事期間中による相対沈下量が概
ね６割以上を占める場合による。 

④柱の傾斜が 7 ㎜/M 前後の傾斜が認められ、かつ当該工事に起因することが明ら
かで、さらに当該工事期間中による傾斜量が概ね６割以上を占める場合による。 

Ⅱ類 

①基礎の損傷が著しく、破断が生じ、今後構造的な耐力が期待できない場合で、
かつ当該工事期間中に起因することが明らかで、さらに損傷の変化の６割以上
を占める場合による。 

②木工仕口部分に当該工事期間中による隙間の発生・拡大の原因の６割以上を占
める場合による。 
木工仕口部分に、当該工事に起因する著しい隙間の発生・拡大が生じている場
合による。 

③建具に調整補修が出来ない程度の建付及び開閉の不良が生じている場合によ
る。 

④内壁の損傷が下地面にまで及んでいる場合による。 
⑤建物の傾斜によって「床に置いたものが転がる」「建具が自然に動く」などの
現象が見られる。 

(注) 要否の判定基準法の運用について 
要否の判定基準表に示す基礎及び軸部の変形量・傾斜量の基準値を超え、さらに変形・傾斜

量の増加数値が事前と事後の比較において、増加数値が 6 割に満たない場合には、全体矯正及

び部分矯正に要する費用から、事項「減額方法」を参考により算定した額を減額するものとす

る。 
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(変形量における参考例) 

工事前(1M 当たり) 

の変形量 

工事後(1M 当たり) 

の変形量 

事後における 

変化量の割合 
矯正の要否 減額の有無 

１㎜ ３mm 
2/3＝65％ 

(6 割を超える) 
要 無 

２mm ４mm 
2/4＝50％ 

(6 割を超えない) 
要 有 

４mm ６mm 
2/6＝33％ 

(6 割を超えない) 
着工前に検討する 有 
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変形角・傾斜角の説明資料 

 

基礎に損傷が生じて上部構図が変形している場合 

 

 

 

 

 

 

 

基礎に損傷がほとんど見られず建物全体が沈下傾斜している場合 

 

 

 

 

 

 

 

建物が沈下傾斜し、基礎に損傷が生じて上部構造が変形している場合 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

［変形量の凡例］ 

 

 

 

 

 

 

 

沈下傾斜がなく、上部構造が変形している場合 

変化量 ｂ＝ ｃ (事後変形量) ― a (事前変形量) 

事前調査 事後調査 

傾斜角 

傾斜角 

傾斜角 
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沈下傾斜のみで変形量に変化がない場合 

変化量 ０    傾斜量＝ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈下傾斜があり、上部構図が変形している場合 

変化量 ＝ ｃ(事後変形量) ― a(事前変形量)  傾斜量 ＝ ｂ 

 

 

［傾斜量の凡例］ 

 

 

 

 

 

 

 

事前調査時に傾斜がない場合 

傾斜量(変化量) ＝ a 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

b a 

事前調査 事後調査 

事前調査 事後調査 

事前調査 事後調査 
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事前調査時に沈下傾斜がある場合 

変化＝ｂ(事後傾斜量) － a (事前傾斜量) 

 

 

 (２)減額方法 【援用】 

○昭和 61 年４月１日付け建設経済局調整課事務連絡に基づく、従前の損傷の減額の方法について

は、従前の損傷が発生している構造部及び基礎を調査し、次式によって求めた額を矯正工事費

から差し引く方法によるものする。 

式：Ａ-(ａ×ｂ+ｃ×ｄ) 

Ａ．現状回復に要する矯正工事費 

ａ．当該建物等の再調達額に対する当該構造部の構成比割合。 

ｂ．当該構造部全体に占める従前の損傷の発生している部分の割合。 

ｃ．当該建物等の再調達額に対する当該基礎の構成比割合。 

ｄ．当該基礎全体に占める従前の尊書の発生している部分の割合。 

 
☆構成比割合 

符号 部位 平屋建 二階建 
ａ 軸部 12.5% 15.1% 

ｂ 基礎 5.4% 4.5% 

 

となっているが、「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に

係る事務処理要領の制定について第７条(費用負担)」では、負担する費用は、原則として、損害

等が生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元することに要する費用とするものとする。こ

の場合において、原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況

並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かる妥当な範囲で行

うものとする。との記載があり、建物の経過に伴う減額についても必要と認められる。さらに、

公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理の制

定について付録の二ロでは矯正工事費は、土台、柱等の構造又は基礎の傾斜、沈下等の矯正工事

に要する費用とする。ただし、土台、柱等の構造又は基礎に係る従前の損傷が拡大した場合で、

従前の状態、拡大の程度等を勘案して必要と認められるときは、適正に定めた額を減額するもの

とする。 

事前調査 事後調査 
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ただし、土台、柱等の構造又は基礎の傾斜、沈下等における矯正工事に要する費用の算出に限

り使用するものと限定する。 

 

例：耐用年数５０年 経過年数２５年 

軸部に於いて、全体の基礎長が４０ｍで、損傷している部分が１０ｍならば、 

10/40＝25％がｄの割合となる。 

基礎に於いて、全体の基礎長が４０ｍで、損傷している部分が１０ｍならば、 

10/40＝25％がｄの割合となる。よって平屋建は 

(Ａ＝100 万){100 万(12.5％×25％+5.4％×25％)}＝ 

１，０００，０００－４４，７５０＝９５５，２５０ 

また、減額の判定について、上記構造部を矯正する要否の判定基準を参考に認定する。 

 

(３)危険度認定について 

○柱傾斜角の計算方式 

1 ラジアンの計算については１８０÷π≒57.3° 

∴1/100 ラジアン＝0.57°≒0.6°の表示。以下別紙傾斜角計算表参照 

○不動沈下による布基礎の天端傾斜 3°(≒1/20 ラジアン)以上におよぶときは基礎は全損となり、

進行中のものは傾斜 3°未満であっても全損扱いとする。 

また、「震災建築物の被災判定基準および復旧技術指針(木造編)((財)日本建築防災協会発行」

における応急危険度損傷状況ランク一覧では、１階の残留層間変形が 1/60 ラジアンを超え、1/20

ラジアン以下の物は、立ち入りに対しては注意が必要とのけんかもあるので、1/60 ラジアンを

超える場合は、従前の変形角が何度であっても、応急措置＜公共事業に係る工事に起因する地

盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の運用について、4.応急措置について

(1)＞を参照として、仮住居の費用負担も可能とする。 

ただし、当該応急措置等の運用については、建物の損傷程度等を総合的に判断し運用するも

のとし、変形角が 1/60 ラジアン以上で構造部の矯正又は復元を必要(中央用対連監修の解説参

照)とする場合について、仮住居を算入できるものとする。 

また、不同沈下により傾斜角が認められる場合は、別紙木造建築物の不同沈下障害と変形角

【日本建築学会「小規模建築基礎設計の手引き」】を参考とし、さらに通常の生活に支障が生じ

るか否かを総合的に考慮し判断できるものとする。 
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【日本建築学会「小規模建築物基礎設計の手引き」木造建築物不動沈下障害と変形角】 

段階 不同沈下障害の状況 
変形角(傾斜) 

の限界：rad 

初期段階 モルタル外壁・コンクリート犬走りに亀裂が発生する。 1/1000 

第 1期段階 束建て床の不陸を生じ、布基礎・土間コンクリートに亀裂が入る。 3/1000 

第 2期段階 

壁と柱の間に隙間が生じ、壁やタイルに亀裂が入る。窓・額縁や

出入口の接合部に隙間が生じ、犬走りやブロック塀等外部構造に

被害が生じる。 

5/1000 

第 3期段階 
柱が傾き、建具の開閉が不良になる。 

床が傾斜して支障を生じる。 
10/1000 

第 4期段階 
柱の傾きが著しく倒壊の危険がある。 

床の傾斜もひどく使用困難である。 
15/1000 

○上記、木造建築物の不同沈下障害と変形角表は、矯正・復元を行う上で、構造的な許容量の参

考とする。 
※【参考】一般的には、床の傾斜角が第２期段階の 5/100rad～第 3 期段階の 10/1000rad の中間値

である 8/1000rad を境に、構造的に支障を及ぼす範囲として認定している。 
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(Ⅰ)傾斜のラジアン(rad)表示と 1ｍ当りの傾斜度(㎜)表示の関係 
ラジアン 
表示 

(ラジアン) (度) 円弧の長さ 1ｍ当たりの傾斜度(㎜) tan(傾斜角)×1000 

1/1 1000/1000 57.30 0.999 999/1000 1557/1000 

1/5 200/1000 11.46 0.200 200/1000 203/1000 

1/10 100/1000 5.73 0.100 100/1000 100/1000 

1/15 67/1000 3.82 0.067 67/1000 67/1000 

1/20 50/1000 2.86 0.050 50/1000 50/1000 

1/25 40/1000 2.29 0.040 40/1000 40/1000 

1/30 33/1000 1.19 0.033 33/1000 33/1000 

1/35 29/1000 1.64 0.029 29/1000 29/1000 

1/40 25/1000 1.43 0.025 25/1000 25/1000 

1/45 22/1000 1.27 0.022 22/1000 22/1000 

1/50 20/1000 1.15 0.020 20/1000 20/1000 

1/55 18/1000 1.04 0.018 18/1000 18/1000 

1/60 17/1000 0.95 0.017 17/1000 17/1000 

1/65 15/1000 0.88 0.015 15/1000 15/1000 

1/70 14/1000 0.82 0.014 14/1000 14/1000 

1/75 13/1000 0.76 0.013 13/1000 13/1000 

1/80 13/1000 0.72 0.012 12/1000 13/1000 

1/85 12/1000 0.67 0.012 12/1000 12/1000 

1/90 11/1000 0.64 0.011 11/1000 11/1000 

1/95 11/1000 0.60 0.011 11/1000 11/1000 

1/100 10/1000 0.57 0.010 10/1000 10/1000 

 
 

 

 
 


